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午前10時０分開議 

 

開 議 

○議長（前田剛志） おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 

諸 報 告 

○議長（前田剛志） 日程に入るに先立ち、報告いたします。 

 去る２月20日、予算決算常任委員会に付託いたしました議案第１号及び議

案第２号について、審査報告書が予算決算常任委員長から提出されましたの

で、お手元に配付いたしました。 

 以上で、報告を終わります。 

                                    

予算決算常任委員会審査報告書 

議案番号 件          名 

１ 平成３０年度三重県一般会計補正予算（第３号） 

２ 
平成３０年度三重県流域下水道事業特別会計補正予算
（第３号） 

本委員会において、上記の議案審査の結果、原案を可決すべきものと決

定した。 

よって、ここに報告する。 

平成31年２月22日 

三重県議会議長  前田 剛志 様 

予算決算常任委員長  津村  衛 
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質 問 

○議長（前田剛志） 日程第１、県政に対する質問を行います。 

 通告がありますので、順次発言を許します。18番 彦坂公之議員。 

   〔18番 彦坂公之議員登壇・拍手〕 

○18番（彦坂公之） 皆さん、おはようございます。昨年４月より、大人の事

情で会派能動に所属しております鈴鹿市選出の彦坂公之でございます。議長

のお許しをいただきましたので、最後の一般質問をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 先日、この一般質問の話を後ろに座ってみえます石田議員にしましたら、

エンディングノートかと言われまして、まさにエンディングノートというの

は、最後の希望を伝えるために書き記すものだというふうに伺っております

ので、そのとおりということであります。 

 それでは、通告に従いまして順次質問に入ってまいりたいと思います。 

 まず、三重県における人口減少についてであります。このことにつきまし

ては、これまで多くの議員の皆様方から取り上げられた内容でありますが、

平成31年度は、この27年度に策定されました三重県まち・ひと・しごと創生

総合戦略の最終年として仕上げということであります。いよいよ次のステー

ジに向けて見直しに作業に取りかかると伺っておりますので、質問をさせて

いただきます。 

 さて、先月総務省統計局から住民基本台帳人口移動報告2018年報が出され

ました。その数字をもとに社会減にフォーカスして伺いたいと思います。 

 まず、こちらのパネルをごらんください。（パネルを示す）三重県におけ

る転出超過数、転入者数、そして転出者数、総務省統計局のデータを、これ

は戦略企画部が作成いただいたものをもとに昨年の数字を加えさせていただ

きました。一番上の青のグラフですが、これが転出者数であります。若干の

山谷はあるものの、３万人程度で推移しているということでございます。

ちょっと見にくいですが、真ん中のグラフ、オレンジですが、転入者数。こ
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ちらは２万5000人前後でずっと推移しているということであります。この中

にはオール三重で取り組んでいただいております移住政策の成果も反映して

おるんだろうと思いますけども、大多数が就職とか、あとは転勤等によって

出たり入ったりということであります。 

 転出から転入を差し引きましたものが、この一番下の赤のグラフですね。

転出超過数です。２年連続で4000人を超えてるということであります。県外

への流出に歯どめがかかっていないということであります。特に、もう既に

皆さん分析は済んでいるんだろうと思いますけども、15歳から28歳までの若

者が８割を占めているということであります。これは全国的なトレンドなん

ですけども、残念ながら若者流出県のグループの一つに本県もなってしまっ

ているのが実態です。 

 若者の県内定着に向けた取組ということでは、三重県まち・ひと・しごと

創生総合戦略本部におきまして、若者県内定着緊急対策会議を設置しながら、

力強く進めていただいておると思いますが、残念ながら結果が出ていないの

が現実であります。 

 そこで鈴木知事に伺います。この2018人口移動結果を捉えて、現状をどう

考えておられるか。 

 また、西城戦略企画部長には、先ほど述べたとおり、2020年からいよいよ

スタートします新しい三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略にこれまでの

検証結果をどう反映していくのかをお伺いをいたします。よろしくお願いし

ます。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 人口流出の現状について答弁させていただきます。 

 その前に、彦坂議員におかれましては、これまで産業振興、スポーツ振興

など、県政に多大な御尽力いただきましたこと、心から敬意と感謝を申し上

げたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、述べたいと思います。１月に公表されました住民基本台帳人口

移動報告によりますと、平成30年の本県への転入者数は３年ぶりに増加に転
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じ、15から29歳までの若者の転出超過数が減少しています。 

 一方で、全体の転出超過数は２年続けて4000人を超え、依然として若者が

その約８割を占める状況が続いています。 

 また、本県の転出先、転入元は、ともに愛知県が最も多く、転出超過数は

2300人であり、愛知県への転出超過は平成26年以降４年連続で増加していま

す。 

 全国の状況を見ますと、東京圏１都３県以外では、愛知県、大阪府、福岡

県のみが転入超過で、そのほかの40道府県では全て転出超過となっています。

名古屋圏３県は、本県からは転入超過となっていますが、全体としては転出

超過です。大阪圏２府２県においても、平成25年以降６年連続の転出超過と

なっています。 

 一方、東京圏では、転入超過が平成８年以降23年連続で、前年と比較して

１万5821人拡大し約14万人となっています。国を挙げて地方創生に取り組ま

れていますが、東京一極集中は残念ながら改善されていません。 

 平成31年度は、三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略の最終年度であり、

平成31年度三重県経営方針案において、五つの柱の一つに若者の県内定着を

位置づけ、しっかりと取り組んでいくこととしています。 

 例えば、南部地域の高校生を対象に昨年12月に実施したアンケートでは、

約８割の高校生が、地域に住み続けたい、あるいは将来的に地域に戻ってき

たいと考えていること、また、地域のことが好きであることと、将来的に住

みたい、戻りたいと思う気持ちの間には強い相関関係があることが示されて

います。これらも踏まえ、小・中学生や高校生を対象として、新たに、地域

の課題解決や地域の魅力を発掘する取組を進めます。 

 人口減少対策は、一朝一夕に解決できないテーマであり、息の長い取組が

必要です。 

 今回の結果に明るい兆しはあるものの、転出超過数は過去10年間で最多と

なる厳しい状況であることから、一層の危機感を持って着実に取組を進めて

まいりたいと考えております。 
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   〔西城昭二戦略企画部長登壇〕 

○戦略企画部長（西城昭二） 私から、社会減対策のこれまでの検証と今後の

取組についてお答えをさせていただきます。 

 本県におけます近年の人口の社会減は、若者の就職や進学に伴います転出

の増加や、子育て世代を中心とした働く世代の転勤に伴う転入の減少が大き

な要因と考えております。こうした状況につきましては、先日公表されまし

た昨年の人口移動報告を見ても、基本的には変わりはないものと捉えており

ます。 

 そこで、若者を中心とした社会減対策といたしまして、県内におけます大

学等高等教育機関の魅力の向上、あるいは仕事の創出、また子育て世代が安

心して働き続けられる職場環境の整備などに注力して取り組んでまいりまし

た。 

 このような取組が、先ほど知事からも答弁がありましたが、若者の転出超

過数の改善などに一定はつながりつつあるものと思いますが、依然として転

出超過数の多くを若者が占めている状況に変わりはございません。 

 若者の就職に関しましては、大変な人手不足が続いておりまして、県外の

企業からの吸引力といいましょうか、非常に強くなっている中で、県内の大

学等高等教育機関の関係者の皆様の御尽力にもかかわらず、卒業生の県内企

業等への就職率は横ばいにとどまっております。 

 また、これまで県内への就職率が高かった高校生につきましても、就職を

機に愛知県をはじめとする県外へ転出する割合が平成27年以降、徐々にでは

ありますが、高まりつつある状況でございます。 

 知事から答弁いただきました小中高校生へのキャリア教育の取組のほか、

引き続いて高等教育コンソーシアムみえを通じて、また、先日四日市市に拠

点を設けていただきました東京大学などと共同で県内の高等教育機関の連携

を図り、進学時に選ばれるよう魅力の向上を促してまいります。 

 また、今年度新たに就職支援協定を締結いたしました４校を含む県外の協

定締結大学との連携強化などによりまして、県内の企業の魅力発信などの取
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組を一層進め、一旦は県外へ進学をした若者たちの県内への就職を促してま

いります。 

 議員からも冒頭に御紹介いただきましたように、来年度は、三重県まち・

ひと・しごと創生総合戦略の最終年度となります。これまでの取組につきま

して、毎年作成しております検証レポート、この案を６月に取りまとめまし

て、三重県地方創生会議や県議会６月定例月会議において御議論いただき、

効果的な検証をした上で、平成31年度三重県経営方針案等でお示しをいたし

ました働く場づくり、ひとづくり、きっかけづくりの三つの観点から、全庁

挙げて人口減少対策に取り組んでまいります。 

 加えまして、これまでの取組の検証結果や先日の人口移動報告の中で、例

えば若者の転出超過数に占める女性の割合がここ２年ほど高まって現在６割

を女性が占めているというような状況にございます。そういった新たな課題

といいましょうか、そういったことについての検討も加えまして、次期のま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に向けました見直し、検討作業を進めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔18番 彦坂公之議員登壇〕 

○18番（彦坂公之） 一通り答弁をいただきました。先ほどデータをもとに

ちょっとお話しさせていただきましたけども、短絡的にここのデータだけを

とってというよりも、やっぱり長いスパン、長いレンジで考え、しかも複眼

的にこういうデータを分析してきちっと手を打っていくということが必要な

んだろうと思います。 

 中身を見てみますと、非常に若い女性の、先ほどもありましたけども、転

出比率が非常に高いということです。2018年のデータで見ますと、本県は男

女比が、男性に比べて女性の転出率が1.8倍ぐらいあるんですね。これは36

の都道府県が女性の流出のほうが多いということになって、比率が高いとい

うことになっておりますけど、三重県はしっかり見ていくと上から６番目と

いうことでありますので、この辺もポイントとしてしっかり抑えていくとい
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うことが重要なんだろうと思います。 

 先ほど来ありますように、非常に難しい課題で時間がかかるわけでありま

すけど、これまで以上に各機関連携をとりながら進めていっていただきたい

と思います。 

 ただ、自然減に比べて社会減対策というのは、言い方が正しいかどうかわ

かりませんけども、結構やることによって結果がレスポンスよく出てくるほ

うじゃないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたい

と思います。 

 それと、（資料を示す）地方創生に関する都道府県のアンケートというの

をずっと見させてもらったんですけども、どこの県も似たりよったりで金太

郎飴みたいな状況になってます。 

 ただ、三重県、異彩を放っていたのは、イクメンということでありますけ

ども、ほかは似たりよったりで、これじゃ競争したところで、地理的な不利、

三重県というのはここから絶対動くことがありませんので、非常に厳しいな

というふうに感想を持っておりますので、その辺もしっかり検証していただ

きたいなと思います。 

 政策というものは実験室や研究室の実験と違いまして、実施してみなけれ

ばわからないものがあります。ただ、効果の出ないもの、例えば、よく指標

でＫＰＩなんていうのが用いられてますけども、仮にそれが上がったとして

も、本当に求めるものが違う場合はどんどん切り捨てていくというふうな勇

気も必要なんだろうと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 次に、２点目の項に移ってまいりたいと思います。三重県地域経済発展の

基盤づくりということであります。 

 日本経済は、2012年12月を起点とする景気回復の長さが、いざなぎ景気を

超えて昨年末には戦後最長で73カ月に達したということでありますけども、

ただ、経済活動を敏感に観察する人々、景気ウォッチャー調査というんです

けど、タクシーの運転手であったりだとか娯楽施設の方、あるいは車の

ディーラーの方々を対象とする街角景気というのがあるんですけども、この
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現状判断では、まだまだ低いということでありますので、実感なき経済成長

が続いてるということなんだろうというふうに思います。 

 一方、三重県の経済は、実質成長率を見てみますと、2009年以降、最新の

データ2015年まででありますけども、これが東京の7.6％をしのぐ15.0％と

いうことで全国第２位を記録しているということです。特に私の住む北勢地

域の産業が中心となって総生産を押し上げているんだろうと思います。これ

らの産業を支える中小企業、小規模企業の皆さんの貢献が大きく、改めて本

県経済の屋台骨を支えているんだろうというふうに思います。 

 また、有効求人倍率におきましても高い水準で推移しているということで

あります。 

 ただ、今後ということを見据えてみますと、なかなか世界経済厳しいもの

がありまして、保護主義的な傾向の高まりであったりだとか、米中貿易摩擦

で中国経済の減速、あるいは英国の合意なきＥＵからの離脱等々、非常に不

確実性が高まっておりますし、2019年３月期の通期の各企業の業績予測、こ

れも下方修正に入っている企業も、ちらほら出てきているということであり

ます。 

 このことは県内の産業においても非常に悪さかげんをする可能性もあるわ

けです。 

 本県の経済が安定的かつ持続的な成長をなし遂げていくためには、国内の

様々なそういった変動要因に耐え得る強固な三重県経済を構築していくこと

が不可欠であります。強固な三重県経済は、強固な産業なしにあり得ません。

強固な産業は、強固な現場なしにではあり得ないわけであります。特に中小

企業、小規模企業の強固な現場づくりをサポートする政策推進が不可欠なん

だろうというふうに考えてます。 

 これまで私自身ものづくり企業等の経営者の皆さんといろいろ情報交換を

したり、１月28日に三重県四日市庁舎で行われました北勢地域のみえ中小企

業・小規模企業振興推進協議会、会派３人で傍聴させていただいたんですけ

ども、その中でも各市町あるいは商工団体の皆さんからこういった声が上
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がっておりました。こんなことを参考にしながら何点か質問したいと思います。 

 まず１点目、人手不足対策についてであります。 

 このことは全国的な課題でありまして、先週あたりも大手コンビニの24時

間営業ができないだとか、あとは人手不足が起因して商品の値上げをするな

んていうニュースが報道されました。値上げに関しては今までは原油だとか

原材料の高騰での値上げはよく耳にするわけでありますけども、人がいない

ということで値上げをするということは、これまで余り聞いたことがなかっ

たわけであります。 

 雇用経済部が調査していただいておりますけども、平成30年の三重県事業

所アンケートでは、70.3％の企業が人材確保は課題だというふうに答えてお

りますし、また、69.3％の企業が想定どおり採用できていないということで

あります。先ほど申し上げましたみえ中小企業・小規模企業振興推進協議会

においても参加者から、中小企業製造部門を中心に人手が厳しいと、中小企

業の人材確保は大手企業に比べて知名度が低いということもありまして、非

常に深刻な状況になってて、仮に採用しても定着率が低いということなど、

改めて中小企業における人手不足が大きな課題であるということの深刻さを

痛感したわけであります。 

 県におかれましても、このことは十分把握しているだろうというふうに

思っています。県の人手不足に対する取組の今後の方向性につきまして村上

雇用経済部長にお伺いをいたします。よろしくお願いします。 

   〔村上 亘雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（村上 亘） それでは、人材確保対策についての現状と今後

の取組について御答弁を申し上げます。 

 本県の雇用情勢は、有効求人倍率が高水準で推移する一方、生産年齢人口

の減少や、若者、子育て世代の転出超過などにより、県内中小企業では若者

を中心に人材の確保が課題となっております。 

 今後、本県経済が持続的、自立的に発展していくためには、将来の地域社

会の担い手でございます若者の県内企業への就職、定着や産業のイノベー
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ションを創出する多様な人材の確保が大変重要であると考えております。 

 こうした考え方のもと、中小企業の魅力をより一層知っていただけるよう、

県内中小企業の情報サイト、みえの企業まるわかりＮＡＶＩを活用いたしま

して、企業の魅力を発信するとともに、コーディネーターを配置いたしまし

て、若者と企業の双方に意義のあるインターンシップを実施しております。 

 また、県外へ進学をいたしました学生に向けては、Ｕターン就職を促進す

るため、三重県出身者の多い中部圏、関西圏の県外大学と就職支援協定を締

結いたしまして、メールマガジン等で学生に直接就職情報等を届けるほか、

都市部において、ふるさと就職セミナーを開催するとともに、東京のええと

こやんか三重 移住相談センターにアドバイザーを配置いたしまして、就職

相談等を行っております。 

 今後は、みえの企業まるわかりＮＡＶＩの充実を図るとともに、県内外の

学生に、より早い段階で三重県企業の情報に触れてもらえるよう、低学年か

ら県内企業のインターンシップ情報や地元で暮らすことの魅力を発信してい

きたいと考えてございます。 

 一方、多様な人材の確保に向けましては、給与や休暇制度などの労働条件

が重要でございます。とりわけ若者につきましては、就職先の選択において、

働きやすさといった観点がこれまで以上に重要視されております。働き方改

革を推進していくことの必要性が高まっていると認識しております。 

 このため、労働力不足が深刻な業種を対象といたしましたセミナーを開催

いたしまして、働き方改革に対する理解を深め、課題の共有を図るほか、働

き方改革に意欲的な中小企業にアドバイザーを派遣いたしまして、労働環境

の改善などの課題解決に取り組んでいるところでございます。 

 今後は、先進的な県内企業の取組を地域全体へ展開するため、リーダーと

なる企業を育成するとともに、そのリーダー企業が中心となりまして、企業

同士が意見交換を行う場を設けるなど、実践的な取組につなげてまいります。 

 さらに、若者や多様な人材を県内外から幅広く確保していくためには、魅

力ある仕事の創出も重要でございまして、そうした取組と合わせて、引き続
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き国や高等教育機関等の関係機関とも連携し、県内企業の人材確保にしっか

りと取り組んでまいります。 

   〔18番 彦坂公之議員登壇〕 

○18番（彦坂公之） ありがとうございました。しっかり取り組んでいただけ

るということであります。 

 時間が非常になくなってきたんで、せっかくなので、こちらのパネルをご

らんください。 

 （パネルを示す）これは経済産業省が調べた特に確保が課題となっている

人材ということでありますけども、特にこの黄色のゾーンですね。技能人材

が足りないということであります。 

 今、教育委員会では、いろんな高等学校を中心に、いろんな情報交換等々、

採用に向けて頑張っていただいておりますけども、県内の中小企業において

は、なかなか参加企業の制約もあって、行きたかったんだけど行けないとい

うこともありましたので、ぜひ、その辺、開催の仕方を考えるなり、より回

数を広げていただきたいと思います。 

 今、村上部長からいろいろいただきました。特に中小企業の採用方法、う

まくできないというところも非常に課題かなと思っておりますので、こう

いった企業への広報のやり方含めてフォローをよろしくお願いしたいのと、

あと働き方改革の勧めということで、この４月から働き方改革関連法案、八

つの法がいよいよ順次改正されていくわけでありますので、主には三重労働

局が主担当なんだろうと思いますけども、しっかり連携をとりながらウォッ

チしていただきたいなと思います。 

 それともう一つは外国人材ですね。これも４月から改正されて、いろんな

ところで外国人の方々とともにということなんだろうと思いますけども、今

まで外国人の方を雇用したことがない企業、事業所までに多分幅広い状態に

なっていくんだろうと思いますけれども、本県としても採用に向けて、今ま

でやったことがない、ノウハウがないという企業はたくさんあると思います。

県としてもぜひマッチング等々をやっていただきたいと思います。 
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 非常にしゃべり過ぎて時間がなくなりました。次の項に移ってまいりたい

と思います。 

 多様な働き方ということであります。これは、みえ県民力ビジョン・第二

次行動計画にある多様な働き方、ここから抜き取りさせていただきました。 

 誰もが働き続けることができる職場環境づくりに向けて主体的に取り組ん

でいって、性別や年齢、障がいの有無にかかわらず、意欲や能力を十分発揮

して生き生きと働いてもらおうと。そして、家庭生活や地域での生活を充実

していこうというふうな項目であって、具体の事業として障がい者の雇用支

援、それと女性及び高齢者の雇用支援、そしてワーク・ライフ・バランスと、

これは三つが主たる事業でありますけども、障がい者雇用と女性の雇用、働

き方については、非常にいろんな事業に取り組んでいただいておりまして、

成果も上がってきているということでありますので、皆さんの取組に敬意を

払いたいと思いますけども、一方、高齢者の事業だけ、どうも何をやってる

のか、なかなか見えない。私、見えないんですね。そういったことで高齢者

の雇用施策ということで伺いたいと思います。 

 高齢者の働き方というのは、生きがいだとか健康のため、生活のため、働

く理由はいろいろあるんでしょうけども、確実に言えるのは今後、働き続け

る人が増えるということであります。その背景にはやっぱり公的年金の支給

時期であったりだとか、先ほども述べましたけども、人手不足ということで、

新たに貴重な労働力というふうに考えております。 

 国のほうも、エイジレス社会という非常に難しいですけども、70歳まで働

いてもらおうじゃないかということでいろいろ今、策を練っておるらしいで

すけども、平均寿命が伸びているということで、男性の４人に１人が、女性

の２人に１人が90歳以上まで生きるということで、まさに人生100年時代で、

70歳まで働けということであります。そのゾーンに入りつつある私にとって

は、まいったなあなんて思ってますけども。 

 65歳を超える高齢者の就業機会の確保に当たっては、幅広い職場を選択肢

とすることが多分求められてくるんだろうと思います。 
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 そこで、社会全体で高齢者の活躍、就労を推進していくことは皆さん異論

のないところだろうと思いますけども、本県の高齢者雇用対策の現状と今後

の施策についてお伺いをいたします。 

   〔村上 亘雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（村上 亘） それでは、高齢者雇用施策の現状と今後の取組

について御答弁を申し上げます。 

 働く意欲のある高齢者が、そのライフスタイルに合わせて、今まで培った

知識や技能を活用いたしまして、活躍することができる環境づくりが求めら

れておりまして、年齢にかかわりなく活躍し続けることができる生涯現役社

会を実現することはより一層重要となっていると認識しております。 

 このため、県では、三重県シルバー人材センター連合会の実施をいたしま

す取組を支援するとともに、県が制定いたしましたシルバー人材センターヘ

の優先発注制度によりまして、県の事業にも参画機会を拡大をしているとこ

ろでございます。 

 また、三重労働局等の関係機関と連携いたしまして、高年齢者就職面接会

を実施して、求職者と求人企業とのマッチングを支援しているところでござ

います。 

 一方、県内の事業所では、勤務延長制度や再雇用制度の導入が進められて

おりまして、こうした中で、定年年齢を従業員自らが設定し、若年者から高

齢者までの３世代が喜びを分かち合いながら働けるトリプルジェネレーショ

ン就労を実践している企業の取組事例もあらわれてきております。 

 また、平成25年の高年齢者雇用安定法の改正によりまして、事業所に継続

雇用年齢を段階的に65歳まで引き上げる高年齢者雇用確保措置が義務づけら

れているところでございますが、新たな動きといたしまして、国の未来投資

会議において、65歳以上への引き上げの検討等が進められています。 

 県としては、こうした国の動きを踏まえながら、県内事業所の取組をさら

に加速させるため、今後は、高齢者が働きやすい職場づくりにつながる働き

方改革の取組を関係機関と連携して推進し、生涯にわたって活躍できる機会
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の拡大を図ってまいります。 

 また、地域の多様な主体が取り組む高齢者の雇用、就業への新たな仕組み

づくりに対して国が支援を行う生涯現役促進地域連携事業が実施されており

まして、県としてもこの事業の採択に向けて取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

 この事業の実施に当たりましては、実施主体となります関係機関で構成を

いたします協議会の設立が必要でございまして、今後は、経済団体をはじめ

とした関係機関に協議会への参画を求めるとともに、啓発セミナーや高齢者

向けガイドブックの作成など、具体的な事業内容を検討していきたいと考え

ております。 

   〔18番 彦坂公之議員登壇〕 

○18番（彦坂公之） 先ほどビジョンの話をさせていただきましたけども、障

がい者雇用、あるいは女性の雇用であったり活躍というのは、非常に目に見

えて目標設定もしやすいと。例えば障がい者だと、障がい者雇用率を上げよ

うだとかありますので、なかなかこの高齢者の働き方というのは、多分実態

もつかめてないので、目標設定も非常に厳しいんだろうというふうに思って

います。 

 ただ、私の認識ではシルバー人材センターというのは自分の空いた時間に

いろんなお手伝いをするというふうに思っておりますので、今からはそう

じゃなくて、やっぱりきちっと働くということが主になってくるんだろうと

思いますので、よろしくお願いします。 

 内閣府の調べでは、今後は65歳から69歳の５割以上の方が働くというふう

なアンケート結果も出ておりますので、よろしくお願いします。 

 そもそも高齢者の定義というのは何なんだということに行き着くわけであ

りますけども、今は65歳になっています。これは1950年代半ばに国連が出し

た報告書がきっかけと言われてます。 

 よくこの高齢者の話をするときに引き合いに出されるのが、磯野波平さん

であります。サザエさんのお父さんですね。彼の年齢設定は54歳ということ
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であります。1946年ですので、スタートが昭和21年ということで73年ぐらい

前でありますけども、今あんな54歳、見かけだけで判断するのは磯野さんに、

非常に失礼ですけど、あんな54歳というのは多分見ないですね。多分、皆さ

んより、知事以外みんな磯野波平さんは年下ということでありますけども、

あれはないやろうという、多分皆さんそういう思いでいると思います。 

 先日、村林議員の質問でありましたけども、体力面でも非常に若いという

ことでありまして、20年前の65歳から69歳の体力テストの平均点を今はもう

75歳から79歳の方がたたき出してるということでありますので、元気な方が

それだけ、心身とも健康な方が増えるということは結構なことでありますの

で、どんどん就労の機会を県としても進めていただきたいと思います。 

 しかし、一方でやっぱり加齢に伴う運動能力の低下というのは、これは否

めないところであります。 

 したがいまして、実は業務中の事故も多発はしてます。三重労働局の発表

しております死亡災害発生状況を見ますと、ここ平成29年、そして30年と２

年だけのデータなんですけども、亡くなった方の50％程度を60歳以上で占め

ているということであります。事故と加齢との因果関係というのは私も詳し

く調べておりませんのでわかりませんけども、多分そういったことも起因し

ているということは十分予想されるわけでありますので、こういった点にも、

働く職場環境の整備といったところにも労働局と連携をとりながら進めてい

ただきたいと思います。 

 次に、中小企業にけるＢＣＰ、ビジネス・コンティニュイティー・プラン、

事業継続計画の策定についてお伺いしたいと思います。 

 このＢＣＰというのは平成19年新潟県中越沖地震で、とある自動車部品企

業が被災したことによってサプライチェーンが切れてしまって、工場が、大

手の自動車メーカーがこぞって休止したと、休んだということ、ここが発端

となって、それからＢＣＰというのは実は進められてきました。 

 東日本大震災で多くの企業が貴重な人材であったりだとか設備で、廃業に

追い込まれていったと。被害の小さい企業においても復旧が遅れて、自社製
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品であったりだとかサービスが供給できないという憂き目に遭いまして、顧

客離れが進んで事業を縮小したり、あるいは従業員を解雇しなければならな

いと、そんな事態に直面したわけであります。 

 ＢＣＰ対策というのはこうした緊急事態の備えを言うわけでありまして、

緊急事態とは何ぞやということでありますが、地震だとか洪水、そして大災

害や爆発、テロ、あとは通信手段の途絶、インフルエンザ等の感染症や停電

や断水、様々な緊急事態があるわけでありますけども、この表をごらんいた

だきたいと思います。 

 （パネルを示す）これは経済産業省が調べたんですけども、非常に、もう

策定してるよというところが、ＢＣＰだけではなくて、社内のいろんなマ

ニュアルだとか取り決めで、一応そういう危機に対応できるぞというのが大

体３割強であって、ほかは検討中であるとか全くしてないよというのも実は

３分の１あります。その企業規模を見ますと、やっぱり大手というのはかな

りカバーできているんですけども、中小企業はまだまだ進んでないというこ

とであります。 

 これは三重県内でも多分この数字に限りなく近いんだろうというふうに

思ってますし、中小企業のＢＣＰ対策の遅れというのは、我が国産業の強い

現場の維持を揺るがしかねない看過できない問題なんだろうというふうに

思ってます。 

 本県の取組としては、四日市コンビナートのＢＣＰ強化緊急対策事業の支

援ということでやってますし、防災ネットワークだとかいろんな媒体をつく

りながら今、策定支援策を展開しているわけでありますけども、いろんな

方々と話をしていますと、わかっていてもなかなか行動に踏み出せないとい

うのが実態なんだろうと思いますし、ちょっと失礼な言い方になるかわかり

ませんけども、ＢＣＰを策定しないことによるリスクを余り認識できないと

いうようなことも多数存在することも考えられるわけであります。 

 ぜひ必要なんだろうというふうに考えておりますので、村上雇用経済部長

より、来年度、若干予算は盛り込まれておりますけども、このＢＣＰ策定が
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遅れている要因をどのように把握されてますかということと、策定へ向けた

対応策についてお伺いいたします。 

   〔村上 亘雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（村上 亘） 県内中小企業のＢＣＰ策定の遅れの要因と今後

の対応について御答弁を申し上げます。 

 南海トラフ地震の発生等が想定されている中、県内の中小企業、小規模企

業は、工場の操業停止や小売店の営業停止、あるいはサプライチェーンの寸

断などの影響を受けるおそれがあり、ＢＣＰ策定等の事前の備えを進めるこ

とが極めて重要となっていると考えております。 

 先月、中小企業庁が発表いたしました従業員21人から300人の中小企業を

対象とする調査によりますと、ＢＣＰを策定している中小企業の割合はわず

か16.9％でございまして、従業員規模が小さくなるほど、その割合が低下す

ることがわかりました。 

 この調査では、事前対策の取組が十分ではない理由として、災害対策への

意識が必ずしも高くないことや、何から取り組めばよいのかわからない、人

材の不足などの声が上げられていることに加えまして、ＢＣＰ策定が複雑で

ハードルが高いことが示されています。 

 このような、ＢＣＰ策定等の事前の備えが遅れている要因については、県

内の中小企業、小規模企業においても同様であると考えております。 

 一方、県内には先進的な取組もございます。例えば、鳥羽市の商工会議所

では、企業が単独で実施をいたしますＢＣＰ策定にとどまらず、複数の企業

が連携した取組も支援をしております。また、朝明商工会は、ＢＣＰ策定に

係る専門的な知識を役職員が習得し、地域の企業に対するＢＣＰ策定支援を

行っております。 

 全国的なＢＣＰ策定の遅れがある中、国では昨年11月、中小企業の自然災

害に対する事前対策を促進するため、中小企業強靭化研究会が設置をされま

して、私も本研究会の委員として参画をいたしました。 

 私からは県の現状を踏まえまして、企業の金銭的な負担の軽減や、企業の
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取組に対するインセンティブの付与、商工団体の機能強化、地域における連

携の推進などが必要であることを提言しました。 

 研究会の成果といたしまして、中小企業強靭化パッケージが取りまとめら

れるとともに、２月15日には中小企業強靱化法案が閣議決定をされました。

この法案は、中小企業、小規模企業が作成する事業継続力強化の計画認定と、

防災・減災設備への税制優遇等の支援措置や、商工会または商工会議所が市

町村と共同して行う小規模事業者の事業継続力強化の支援に関する計画認定

制度が新たに設けられることになります。 

 今後は、国による新たな取組に対応するとともに、来年度から三重県版経

営向上計画の経営課題項目に、防災・減災対策の視点を加えまして、事業継

続を考慮しました経営計画作成を促進するなど、市町や商工団体と連携し、

県内中小企業、小規模企業が実効性の高い事前の準備ができるよう、しっか

り取り組んでまいります。 

   〔18番 彦坂公之議員登壇〕 

○18番（彦坂公之） ありがとうございました。先ほど部長からありましたよ

うに、昨年末、中小企業庁が設置した強靱化研究会でＢＣＰに関する策定に

向けて力強い決意表明をされたというふうに伺っておりますので、期待を申

し上げたいと思います。 

 ＢＣＰというと、やっぱり災害のときだけというふうに何かそういう感じ

はするんですけど、実は平時でも非常に有効なこれはプランでありまして、

今、事業承継など非常に大きな課題となっておりますけども、中小企業にお

いては全社的にこのＢＣＰを策定することによりまして、ふだんの業務の見

える化だとか、あるいはそれに基づく事業改善等々にも役立つと思いますの

で、それはひいては顧客や取引先様への信頼確保にも重要な役割を果たすと

いうことでありますので、ぜひ一生懸命進めてもらいたいと思います。 

 以上３点、地域経済の基盤づくりについて質問させていただきましたけど

も、基本のキはやっぱり三重県中小企業・小規模企業振興条例の理念にもあ

りますように、やっぱり中小企業、小規模企業の主体的な努力というのが肝
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だと思います。１から10までなかなかできないわけでありますので、このこ

とを申し添えておきたいと思います。 

 次に、時間がないんですが、プログラミング教育について質問します。 

 プログラミング教育とは何ぞやということでありますけども、（パネルを

示す）実は2020年度から学習指導要領が改訂されまして、プログラミング教

育なるものがそれぞれ展開されます。ちょっと小学校にフォーカスしてみま

すと、今まではプログラミング教育というのは実施されなかったんですけど、

今度は小学校において必須化されるということであります。 

 英語科だとか道徳科というのは非常に表に出てきてて話題になるわけであ

りますけども、これは教科として独立しているわけではありませんので、例

えば理科だとか総合的な学習の中に、このプログラミング教育を挟み込んで

いくということでありますので、なかなか見えないわけでありますけども、

簡潔に言いますと、コンピューターの動きを指示するために使われるプログ

ラムを学ぶ教育ということです。 

 ただ単に技術を学ぶことではなくて、自分が求めることを実現するために

どのような動きを組み合わせることが必要か、一つ一つの動きに対して記号

をどのように組み合わせたらよいか、それらを改善して自分が求める動きに

するということを理論的に考えさせるということ、プログラミング思想なる

ものを育成するということであります。 

 このプログラミング教育の背景には、今、ＡＩやらいろんなことを言われ

てますけども、これから子どもたちが大きくなるにつれて、それは避けて通

れないということでありますので、伺いたいと思います。 

 鈴鹿市の例を見ますと、鈴鹿市は既にスタートしてまして、（パネルを示

す）これはレゴを使ったものですね。ちょっと見にくいですけども、発電機、

インバーター、これに例えばタイヤをつければ車になりますし、ｉＰａｄ

等々につないでいろんなプログラムを習得するということでありますけども、

カリキュラムであったりだとか、教える側の先生方のスキル、そしてハード

面での整備というのが非常に課題だろうと思いますけども、今の取組と今後、
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あと１年しかございませんので、どうやって進めていくかというのを教育長

にお伺いします。 

   〔廣田恵子教育長登壇〕 

○教育長（廣田恵子） 2020年度からのプログラミング教育を円滑にスタート

するためのこれまでの取組とこれからの対応についての御質問でございます。 

 プログラミング教育は、単にコンピューター言語を覚え、技能を習得する

ことではなく、論理的思考力や、コンピューターを活用して身近な問題を解

決する力、その働きをよりよい社会の構築に生かす態度を育むことが目標と

されており、教員がプログラミング教育の意義を十分に認識した上で、指導

方法や指導力を身につけていく必要があります。 

 このため、平成29年度、30年度において、各市町におけるプログラミング

教育のリーダーとなる教員を育成するための研修を実施しております。 

 この研修は、これまで小・中学校の教員68名が受講し、プログラミング教

育に関する背景、具体的な学習指導案の作成方法、教材の活用の仕方などを

身につけてきました。 

 受講者は、研修での成果を生かし、実践事例研究会や授業公開を通じて県

内各地で指導方法を他の教員に伝えるなどしているところでございます。 

 また、本年度は、県内に本社機能を持つＩＴ企業の支援を受け、小学校４

校の児童が、コンピューターで仮想空間に家を建てる手順や条件を組み合わ

せてプログラミングする体験をしました。児童からは、思ったとおりにつく

れないときには、手順や条件のどこが間違っているのかを考え、何度もトラ

イして完成できましたといった声がありました。この取組は、公開授業とし

て実施することにより、より多くの教員が実践的な指導法を学びました。 

 今後の対応ですが、各学校が教育課程全体を見通し、発達段階に応じてプ

ログラミング教育を行う学年や教科などを決定し、計画的に実施されるよう、

市町教育長会議や指導主事会議を通じて周知をします。 

 また、引き続き、プログラミング教育に関する研修を実施するとともに、

これまでに作成した指導資料等を提供して、教員の実践的な指導力の向上に
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取り組んでまいります。 

   〔18番 彦坂公之議員登壇〕 

○18番（彦坂公之） ありがとうございました。先ほども述べましたが、非常

に重要なことでありまして、ただ、どこに生活しておっても、等しく受けら

れるということが肝なんだろうと思います。機材の用意については基本的に

は市町の責任ということでありますけれども、財政力の差によって受ける教

育に段差ができないようによろしくお願いをしたいなと思います。 

 あと５分となってしまいました。最後に、三重とこわか国体における天皇

杯、皇后杯についてであります。 

 いよいよ今年から世界的なスポーツのイベントが始まってまいります。11

月にはラグビーワールドカップ、そして11月には私が住む鈴鹿市を本拠地に

する三重バイオレットアイリスからも多分代表選手が選出されるであろう、

おりひめジャパンが活躍するハンドボールの世界選手権が熊本で開かれます

し、その次はオリンピック、そして三重とこわか国体・三重とこわか大会と

続いてまいるわけでありますけども、天皇杯、皇后杯獲得するぞということ

で、実は来年度、２倍以上の予算額、競技力の向上ということで計上されて

おります。 

 天皇杯、皇后杯に向けた競技力のさらなる向上、とりあえずは今年の茨城

国体がターゲットになってくると思いますけども、国体・全国障害者スポー

ツ大会局長にどのように取り組んでいくのか答弁をお願いします。 

   〔村木輝行地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局長登壇〕 

○地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局長（村木輝行） 三重とこわか

国体に向け、そして特に来年度、今年の茨城国体に向けということでござい

ます。 

 昨年、福井国体終了後におきまして、競技団体や有識者の意見を聞くなど、

課題や対策について、協議、検討を行ったところでございます。 

 国体に出場するためには、多くの競技において、国体の予選となる東海地

区のブロック大会を突破する必要がありますが、昨年はこの東海ブロック大
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会を突破し、福井国体に出場した競技は、多くの成果を上げたと、そういう

実績がございました。 

 このことから、今年の茨城国体で入賞数をまず増やすためには、東海ブ

ロックを勝ち抜くことが重要課題であるということが一層明らかになったと

ころでございます。 

 こうしたことを受けまして、少年種別におきましては、それぞれのチーム

の戦力を十分に分析し、東海ブロックを勝ち抜き、本国体で入賞できる力を

備えた選手やチームに対して、重点的に強化対策を実施してまいります。 

 また、今年から始めました全国初の取組、チームみえ・コーチアカデミー

センターの取組を充実させまして、それぞれチームの抱えている課題、情報

戦略、あるいはメンタルトレーニング、栄養指導などについてサポートス

タッフを派遣するということで、チームを支援してまいりたいと思っており

ます。 

 さらに、三重とこわか国体において選手となる年齢層、これをターゲット

エイジと呼んでおりますが、この選手が平成31年度から順次、高校生となっ

てまいりますので、選手やチームの姿が明らかになってくることから、これ

らの選手やチームに的を絞った育成、強化を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 また、成年種別につきましては、これまで本県に定着している選手をはじ

め、また今後もそうした全国レベルで戦える選手をスカウトしていくという

ことでございます。 

 いずれにしましても、選手やチームの力を見極めながら、競技用具や練習

環境の整備を行ってまいりたいと思います。 

 そして、何よりも、東海ブロック大会を勝ち抜き、今年の茨城国体では天

皇杯順位10位以内を目標とし、三重とこわか国体での天皇杯、皇后杯獲得の

大きな一歩となるよう取り組んでまいります。 

   〔18番 彦坂公之議員登壇〕 

○18番（彦坂公之） ありがとうございました。様々な取組には十分な強化費
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というのが必要だと思います。今までのように、根性、根性、ど根性だけで

は勝てない世界でありますので、ぜひきちっと推進していただいて、三重県

民が感動と勇気を得られるように頑張っていただきたいと思います。 

 最後に一言申し上げたいと思います。私は俳句の心得はまるっきりありま

せんので、一言述べたいと思いますけど、この３月をもちまして無事、三重

県庁を御卒業される皆様方、大変お疲れさまでございます。実は私と同じ世

代で、子ども時代に高度成長期、そして大人になってからバブルを経験した

世代で、某有名な経済専門誌で、ゆでガエル世代というふうにやゆされた世

代です。皆さんまた後ほど調べてもらったらいいと思います。上は団塊の世

代、下は新人類に挟まれて、非常に苦労した世代なんだろうと思います。そ

んな中で、ちまたで流れる24時間働けますかというＣＭソングを聞きながら

頑張ってこられたと思います。これまでの皆さんの頑張りに敬意を表すると

ともに、新しいステージでの御健闘をお祈りして一般質問を終結します。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○議長（前田剛志） １番、芳野正英議員。 

   〔１番 芳野正英議員登壇・拍手〕 

○１番（芳野正英） 新政みえ、四日市市選出の芳野正英です。一般質問をさ

せていただきます。ちょっとたくさん項目がありますので、早速行きたいな

というふうに思います。 

 一つ目、漁業における新たな資源管理制度ということでございまして、昨

年12月に漁業法の改正がなされました。70年ぶりの大改正ということでござ

いまして、新しい資源管理システムによる水産資源の維持、回復と水産物の

生産量の増加を図るために、新しい資源管理システムを構築して、養殖、沿

岸漁業の発展に資する海面利用制度の見直しを２本柱としてやるということ

でありまして、この養殖、沿岸漁業の海面利用の制度の部分でいいますと、

養殖業に企業参入ができるとか、漁業の調整の部分でちょっと民主的な手続

がなくなるんじゃないかとか、いろいろ国会の中でも議論されていましたが、

そちらはちょっと今回置いておいて、一つ目の柱の新たな資源管理システム
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の構築というところで、今回、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律と

いうＴＡＣ法というのが漁業法と統合されましたので、魚をとれる量をトー

タルで管理していこうというところに法律が改正をされました。 

 ただ、三重県も海洋生物の保存の基本計画というのはずっと策定をされて

おられたわけでありまして、都道府県も定めることになっていますが、三重

県でもこの新制度に移行する中でもそれぞれの魚種を、魚種の中の捕獲量を

明記されていると思います。これは７魚種あって、サンマ、スケトウダラ、

マアジ、マイワシ、マサバ、スルメイカ、ズワイガニと。議場にも釣りの好

きな方がお見えだと思いますので、こういうところでちょっと関心を持って

いただければと思うんですけども、特にマアジ、マサバ、マイワシ、三重県

のところではこういったところは漁獲高を規定されていますが、まず、この

海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画において法改正がどのように

影響しているのかというのを、お聞きをしたいというふうに思います。 

  〔岡村昌和農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（岡村昌和） それでは、資源管理について御答弁申し上げま

す。 

 国のほうの法改正が行われまして、特に国におかれましては、広域回遊資

源を中心とした資源管理を行うということで、先ほど御紹介がありました

ＴＡＣの対象魚種の拡大とあわせて、資源管理についても科学的根拠に基づ

いた調査をしていくという方向となっております。 

 三重県におきましては、先ほど御紹介ありました７魚種、特に三重県の場

合は広域回遊魚種以外の沿岸魚種を中心にそういった科学的根拠に基づく高

い資源評価による評価が重要と考えておりますので、今後そういった沿岸漁

業に係る魚種について資源評価を行いながら、それを漁業者のほうにフィー

ドバックしながら適正な資源管理を行っていくような取組を検討していきた

いというふうに考えております。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） はい、ありがとうございます。割とあっさりした答弁か
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なと。これからなのかなというところもあるんですけど。 

 ただ、三重県が平成30年度というか、ホームページでもこの12月に策定を

している計画最新号を見させていただくと、例えば魚種で言うとマイワシ、

イワシですよね。これは、漁業というのは農業と違って、とる漁場もありま

すけど、もう一つ漁法の差があるんですよね。どういう方法で漁をとってい

くかというところでありますけど、これもどういう手法でとっていくかとい

う漁法によって漁獲高も制限をされるというふうに三重の計画では書かれて

います。 

 私、ちょっと一つ懸念するのは、マイワシなんかは巻き網漁業は数量で言

うと平成30年度は５億1000トン、これが平成31年度、来年は７億2000トンに

上げていきましょう、三重県の沿岸の部分で７億2000トンぐらいの漁獲量で

あれば、資源は枯渇しないという、これは全国的な漁獲量からの割り当てだ

と思うので、それはそれでいいんですけど、そういうふうにしていると。 

 船引網漁業も３億7500トンから来年は５億1000トンにしましょうというよ

うな形で、少しその巻き網というのは網を巻いていきますので、たくさんと

れるという、そういう中型以上の漁業者が取り組む部分なんですが、それは

増加をするんですけども、小規模の漁業をされている定置漁業とか敷網漁業

は、この計画では若干と書いてあって、若干量というのはそれほど資源に影

響ない量ですよということなので、そのまま現状維持というふうになってい

ます。 

 この計画でも、巻き網漁等はこのぐらいの可能量を管理しますよというふ

うに増加をさせていながら、一方で定置漁業については現状の漁獲努力量を

増加させることがないよう、従来の操業規制と同様の規制に基づいて操業す

ることとしということで、総じて上げるんじゃなくて、中型以上の漁業者は

漁獲量増えますけど、小さい漁業者というか、小規模でやってるところが増

える余地がないというような計画になってるんですけど、この辺、ちょっと

その差ができるというのは不公平なのかなというふうに思ってるんですが、

この点はいかがお考えでしょうか。 
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○農林水産部長（岡村昌和） 資源管理ですね、様々な漁法がありますけども、

基本的にはやはり今後の漁業の持続可能性といいますか、持続性を維持する

ためには、それぞれに資源管理、魚種とかその地域に応じて資源管理を行っ

ていく必要があろうかなと考えておりますので、そういった様々な漁法とか

その地域の中で資源管理計画というのを策定しながら取組を進めております

ので、そういった策定の議論の中で、それぞれの漁業者の取組についても調

整を図りながら資源管理を進めていきたいと考えております。 

    〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） 資源管理をしていくというのは当然の話で、そのために

もこの計画があるんですけど、私が申し上げてるのは、その中でも中型以上

の、いわゆる漁法の中では増加をして、ここまでだったら増やしても大丈夫

でしょうという枠をはめているんですけども、小規模でやってる方々が全く

その増加をさせられる余地がないような計画になってるのは、少し問題では

ないかと思っています。 

 ですから、今後の計画ですので、また協議をしていただく中で、その変更

の余地はあると思いますが、その部分での変更の検討の可能性というのはい

かがでしょうか。 

○農林水産部長（岡村昌和） 御指摘いただいた問題点も精査させていただき

まして、今後検討させていただきたいと思います。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） はい、ありがとうございます。若干というふうに書いて

あって、本当に小規模の、小規模というか、そういう定置の網ですとか敷網

でやっている漁業者というのは、それほどの漁獲量がない中なので、少しで

もやっぱりその努力によって上げていくということもできるような、漁法に

よって漁獲の調整の幅がないということがないような、そういう整理をぜひ

ともお願いをしたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいた

します。 

 まだまだ突っ込みたいんですが、ちょっと今日は盛りだくさんですので、
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次に行かせていただこうと思います。 

 二つ目は、住宅セーフティネット制度における民間賃貸住宅の活用につい

てということでありまして、これは平成29年12月の一般質問で私が取り上げ

させていただいた部分であります。 

 住宅セーフティネット制度というのは、前回ここで御説明させてもうたん

ですけど、もう議場の皆さんも忘れられてると思いますので、簡単にざくっ

と説明すると、要は公営住宅、県営住宅や市営住宅が今後なかなか新設とい

うのは難しいし、維持も管理も大変だという中で、民間のちょっと古いア

パート、マンション、それから一軒家、空き家になってるようなところ、こ

ういう部分を民間の方々が、特に住宅が借りにくいという方々に貸していき

ましょう、優先的に貸していきましょうという制度であります。住宅が借り

にくい方というのは、高齢者であったり障がい者であったり子育て世帯で

あったり外国人であったり、これを住宅確保要配慮者と呼びまして、その皆

さんへの支援をしていくと、こういう制度であります。 

 これを前回質問をさせていただきました。これからそういう登録住宅を増

やしていきましょうよと、今、三重県あんしん賃貸住宅制度というのが旧制

度で残ってまして、600何件ぐらい今三重県では登録されてますよというこ

とも御紹介をさせていただいて、それは鈴鹿市に集中してるんで、三重県全

体に増やしていきましょうねというようなお話をさせていただきました。 

 そういう民間賃貸の中で、住宅確保要配慮者向けの住宅を増やしていくと

いうことを答弁の中でも今後増やしていきますというような御答弁をいただ

いているんですけれども、その登録状況と今後の登録増に向けた取組と、さ

らには、この法律の中では、居住支援法人といって、住宅を貸すだけじゃな

くて、そもそもの住宅を探す相談ですとか、また住み始めた後も高齢者の方

ですとなかなか支援が必要だとか、そういう部分もあります。障がいをお持

ちの方もそういう支援が必要だということもありますので、そういう支援を

していく法人も指定をできると法律ではなっていますが、この居住支援法人

の指定に向けた取組についてはどのようになっているのかをお聞かせいただ
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きたいと思っています。 

   〔渡辺克己県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（渡辺克己） 住宅確保要配慮者向けの民間賃貸住宅の登録状

況と今後の取組、そして居住支援法人の指定に向けた取組についてお答えを

させていただきます。 

 本県では、高齢者や外国人など住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑

な入居を目的として、平成21年に鈴鹿市、亀山市のほか、不動産関係団体や

社会福祉協議会等とともに三重県居住支援連絡会を立ち上げました。 

 現在、同連絡会を中心に本県及び７市を含む19団体が連携して、要配慮者

への居住支援活動を行っています。 

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、通称住宅

セーフティネット法と呼んでおりますが、これによる要配慮者の入居を拒ま

ない民間賃貸住宅の登録を進めるため、連絡会では、住宅・福祉関係行政や

社会福祉協議会、不動産関係団体等が参加する居住支援フォーラムを開催し

ております。 

 その中で、不動産関係団体や民間賃貸住宅の家主に対して、国が登録手続

きを簡素化したことや、三重県では昨年９月に登録手数料を無料化したこと

などを説明し、登録住宅促進に向けた普及活動を行ってきました。 

 しかしながら、三重県の登録住宅は平成31年１月末時点で６戸にとどまっ

ている状況でございます。 

 このため、今後はこれらの普及啓発を継続するとともに、従前制度でござ

います三重県あんしん賃貸住宅の家主の方にも直接働きかけを行い、新たな

登録制度への移行を図り、さらなる登録住宅の促進に努めていきたいと考え

ております。 

 もう１点、居住支援法人の指定に向けた取組でございますが、居住支援法

人は、地域における居住支援活動のさらなる充実や住宅確保要配慮者の民間

賃貸住宅への入居促進のため、連絡会と連携しながら居住支援活動に当たる

役割を担う法人でございます。現在、指定に向けて四日市市内及び伊賀市内
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の２団体と協議を進めておるところでございます。 

 指定に当たりましては、各地域の関係団体との連携が重要であることから、

連絡会の参加団体の意見を聞いた上で早期に指定をしていきたいと考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） 御答弁ありがとうございます。 

 ただ、あんまりありがたい内容ではないなと、やっぱり進んでいないとい

うふうに思ってまして、特にこれ、県の計画によりますと、2025年までに、

平成37年と書いてありますけど、2025年ですけど、こういう住宅確保要配慮

者向けの住宅を1200戸整備をするというふうに住宅基本計画には書いてあり

ますけれども、まだまだ。これだけじゃないですけどね。登録だけじゃない

ので、現にもう既に亀山市なんかも、この前、新聞にも出てましたけども、

空き家を市が買い取って児童養護施設を退所した人たちに住めるような住宅

を整備したとかというのもありますので、そういう住宅も含めれば、実質に

そういう要配慮者の皆さんへの住宅というのは民間賃貸も多少はあると思う

んですが、ただ、このセーフティネット制度に基づく住宅の登録が６件とい

うのは余りにも寂しいなと思っています。 

 補足で説明をしますと、実はこの６件の住宅登録していただいたうちの１

件は、実は２月１日に、これはオーナーの方にお聞きしたんですけども、外

国人の方がそこを賃貸をしていただいて借りていただくことが決まったと。

外国人の方三、四名、シェアハウスとして入ってもらうことができたという

ふうに聞いておりますけれども、そういう意味で、これ登録制度をして、全

国的なセーフティネット住宅情報提供システムという、これは国土交通省が

委託でつくったホームページがありますけども、そこに全国展開されていま

して、そこで三重県は６戸というふうになってますけど、そこから検索をし

ていただくと、これから住宅を探す方が容易に自分たちが住みやすい家を見

つけやすいということになってますし、現にそうして登録していただいたお
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かげで１件は決まってるということですので、これから全国的に広がってい

く制度でありますので、ぜひこれはしっかりと取り組んでいただきたいなと

思っています。 

 フォーラムも昨年の12月ですかね、津市で、毎年大体12月に津市でやって

いるということで、県のホームページを見てますと80名ぐらいの方が参加し

たというふうになっています。一昨年、前年度も90名ぐらいの方、津市で、

僕もそれはお邪魔させてもらいましたけど、たくさんの方、傍聴されてるん

ですが、それでも増えない。これはやっぱりその周知の仕方ですとか、これ

から増えるのかもしれませんけど、もう少し具体的な取組というのをちょっ

と考えていただければなというふうに思ってますが、何かそこの部分で部内

で協議をしておられること、ありますでしょうか。 

○県土整備部長（渡辺克己） 先ほど申しました居住支援連絡会の中には、不

動産関係団体の皆さんも参加していただいておりますので、特にそういう不

動産の仲介をされる団体等にも、この制度の周知を図りまして広げていきた

いなというふうに考えてございます。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） こういう団体の皆さんも、年度が明けて５月ぐらいに

なってきますと、総会等々もあると思いますので、そういう総会等に知事も

ひょっとすると来賓に出られるかもしれませんので、ぜひ周知を、お声がけ

をいただければと思いますけれども、そういう形の周知と、実は、これ実際

にその登録をされた住宅のオーナーの方ともお話をさせていただいてますと、

これやっぱりオーナー、家主にもっと周知せなあかんよというふうに私は言

われました。その方は６件のうち４件を登録をされてます。これ、自分が

やっぱりその思いがあって、ちょっと古いと言ったらその方に失礼なんです

けど、年数たったところですけれども、そういうこれから住宅確保が困難な

方々に何としても提供していきたいという思いで、それ私も相談受けて登録

をさせていただきましたけども、こういう思いを持った人も絶対いるはずな

ので、家主さんに対してしっかりと告知をしていく。 
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 これ難しいと思います。不動産の皆さんはそういう団体がありますからそ

こを通じてお話をすればいいんですが、なかなか家主さんというのは行政が

把握できるものではないと思いますが、いろんな広報ツールを使ってこの部

分はしっかりとＰＲをしていただきたいなと思っていますので、どうぞよろ

しくお願いをいたします。 

 では、三つ目に移らせていただきます。 

 県立学校におけるＩＣＴ教育についてということで、今、大きく教育も変

わろうとしてまして、先ほど彦坂議員もプログラミング教育について質問し

てまして、本当はセットにしてやりたかったんですけど、先輩議員でござい

ますので、先をとられてしまいましたので、私としてはＩＣＴを少し充実し

た話をさせていただこうと思ってます。 

 これも新政みえで昨年の９月に文部科学省の方々からも少し聞き取りをさ

せていただいて、今後のＩＣＴ教育がどういうものなのかという部分をお話

しさせていただいて、これ本当にいろんな、ＩＣＴ教育と一口に言っても、

電子黒板を使った授業ですとか、タブレットを使った授業ですとか、いろい

ろありますので、今回はちょっと時間の関係上、遠隔授業について、スカイ

プを使ったりビデオ動画を使っての遠隔授業についての少し議論をさせてい

ただければと思います。 

 お手元の配付資料を見ていただければと思いますけども、（パネルを示

す）これ文部科学省の資料でございますけども、遠隔授業といいましても、

これまた幾つか類型があるんですが、合同授業型という小規模校が二つの教

室をそれぞれスカイプ等々でつないで、こっちが受信側の授業が見れますよ、

こっちで送信側の授業が見れますよというような形で、一体としてやってい

るような、同時に、離れた二つの教室がつながって合同で授業しますよとい

うようなやり方もあれば、この教師支援型といって、ＡＬＴ、英語の先生で

すとか、専門家の方が離れたところで専門的な授業とか、英語の授業なども

そうですけど、こういうのを行って、それをスカイプで飛ばして自分の学校

で教えてもらうと、こういうやり方があります。ほかにももう一つあります
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けど、ちょっとここは飛ばしますが。 

 特に、今回は県立学校についてお話をさせていただきますが、小学校や中

学校も同じなんですけれども、三重県にも県立学校、様々な学校があると思

います。私も県議会で委員会のときに小規模校の活性化プラン、県立高等学

校活性化計画をまとめさせていただくときにもＩＣＴの議論もさせていただ

きましたけど、例えばこういう小規模校の中でそれぞれの学校同士がつな

がって授業をするというやり方があります。 

 先日、南伊勢高校でも、南勢校舎と度会校舎ですね、まさに南伊勢高校な

どが本当にこれを充実していって、今後やっていかれるのかなと思いますが、

離れた校舎制をとってますけども、こういう双方でお互いに授業して交流を

していくというのも非常に大事だと思いますし、あらゆる高校に効果的なの

が、この教師支援型といいますか、やはり三重県に住んでいる、三重県で学

ぶ高校生も、先進的な、例えば東京の有名大学の授業ですとか、あとＪＡＸＡ、

宇宙のお話を聞いていただくような専門的な授業とか、生命工学の授業とか

ですね、先進校なんかでそういうところを授業するとかですね、その学ぶ意

欲を持ってもらうという部分では、非常に効果的ですし、少子化で１学級と

か３学級の小規模校でもしっかりと学び合いの学習ができるような学びの保

障、こういう部分でもこれからのＩＣＴというのは効果的なのかなというふ

うに思っています。 

 国も学校のＩＣＴ環境整備を促進をされてまして、小・中学校なんかには

補助事業もつけて推進をしてて、奈良県とか高知県は結構そういうのを先進

的にやっておられるんですが、学校における教育の情報化の実態に関する調

査を実施してますけども、こういう部分でもそれぞれの県がどれぐらい、し

かもどの市町がＩＣＴ環境が整備されてるかというのが一覧に出ています。

これちょっとあんまり見せると、全然できてない市は如実にあらわれてきて

ますので、あんまりここでは見せませんが、でも、やっぱりそれぞれの市に

よって、市や町によって三重県の中でも、このＩＴの情報ツールは整備の格

差があるなというのを思わせてもらいましたけれども、こういう財政厳しい



－303－ 

中ですけども、ＩＣＴの環境整備についてどういうふうにしていくのかとい

うのを教えていただければと思いますが。 

 その前に、すいません、ちょっと忘れてました。南伊勢高校でやったＩＣＴ

授業の様子ですね。（パネルを示す）これ教室の後ろですね。教室の後ろに

も動画といいますかが映るようになってまして、教室の前にも（パネルを示

す）こんな感じでホワイトボードのところに映るようになってまして、反射

と、理科でしょうね。理科の授業をやっています。 

 こういうように、カメラを数台とりつけて、パソコンも何台か設置をしな

がら授業してると。私たちも文部科学省のお話を聞かせていただいたときに、

こういうＩＣＴ教育をするマニュアルづくりみたいなのも今文部科学省のほ

うでは進めていただいておるようでありまして、先生が具体的にどういう手

法で授業していけばいいかというのを取り組んでいただいておるようですが、

こういう環境整備、県としてどういうふうに考えておられるのか。 

 また、こういう環境が整備されても、それを使いこなせる教員の方がいな

ければならないと。先ほど見ていただいたみたいに、パソコンも数台駆使し

ながら、あと動画の設定ですね。カメラ設定してパソコンにみたいな。そう

いう教員の方にもＩＣＴを活用する部分でのやり方とかそういう研修も必要

になってきますけれども、この部分をどのようにこれから向上させていくの

かをお聞かせください。 

   〔廣田恵子教育長登壇〕 

○教育長（廣田恵子） 県立高校の、遠隔授業も含めたＩＣＴを活用した学習、

それからＩＣＴの環境整備についての御質問でございます。それから、教員

のＩＣＴ活用の指導力向上の取組について、どのように進めているかという

御質問についてでございます。順次、お答えをさせていただきます。 

 県教育委員会では、全ての県立高校に、生徒用パソコンを一クラス分、大

規模校には二クラス分整備するとともに、各教室にインターネットに接続で

きるＬＡＮケーブルを整備をしています。 

 また、学校や学科の特色に応じてＩＣＴ環境を整備し、教科、情報の授業
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に加えて、様々な場面でＩＣＴを活用した特色ある教育活動を行っています。 

 例えば、平成28年度に開校した名張青峰高校では、各教室に整備した電子

黒板を使って教員が教材を提示したり、全ての生徒がタブレットパソコンを

使って意見交換や学習内容をまとめてプレゼンテーションを行っております。 

 木本高校では、敷地内にある三重大学サテライト校舎と大学を遠隔システ

ムでつなぎ、昨年11月に、三重大学の学生と大学生活の様子や受験に向けた

学習方法などについて交流をしたところであり、今後も定期的に交流を進め

ていくこととしております。 

 スーパーサイエンスハイスクールの指定校では、課題研究の授業で、炭水

化物を効率よく分解する酵素の研究に取り組んでいる生徒が、インターネッ

トを使って大学の教員から専門的な指導を受けています。 

 スーパーグローバルハイスクールの指定校では、海外で通用する英語力を

身につけるため、スカイプを使って外国の方と英語で会話するなど、より高

度な学習を行っております。 

 議員からも紹介いただきましたが、南伊勢高校の南勢校舎と度会校舎の間

で、理科や英語の遠隔授業を試行して、生徒同士が互いに発表したり、活発

に意見交換することなどをして、効果的な授業方法についても研究をしてい

るところです。 

 教員の指導力の向上につきましては、各学校でＩＣＴを推進する担当者に

対して、プロジェクターを活用して資料をわかりやすく提示したり、電子黒

板に複数の画像を投影する方法など、ＩＣＴを活用して生徒の理解をより深

める授業づくりのための研修を行っております。 

 また、初任者研修では、生徒がコンピューターを使って情報を収集し、ま

とめ、発表するといったプレゼンテーション力を高める授業を行うための研

修に取り組むとともに、著作権の保護やインターネットの適切な使用など、

情報モラルの指導についても研修を行っております。 

 県教育委員会では、今後、他府県の取組やＩＣＴ環境も参考にしながら、

これまで以上にＩＣＴを効果的に活用し、探究的な学びやわかりやすい授業
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の展開、他の高校や海外との交流に取り組み、生徒の学びの質を高めていき

たいと考えております。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） はい、ありがとうございます。 

 非常に多岐にわたってＩＣＴ教育をしていただいてるということも聞かせ

ていただきましたし、木本高校とか名張青峰高校とか、小規模校と言ってし

まうとあれですけれども、非常にこれから生徒集めをしっかりとしていくと

ころに重点的にも配置をしてもらっているのかなと思いますけども、どの場

所においても等しく教育ができるような部分という意味では、ＩＣＴ非常に

重要かなというふうに思いますし、またそのＩＴリテラシーといいますかね、

そういうところですね。著作権の部分とかそういうところにもフォローして

もらっているというふうに聞かせていただきました。 

 全国調査で見ても三重県は教員のＩＣＴ活用指導力というのは全国平均よ

りも高いというふうに出ていますので、そういう部分ではいいと思うんです

が、これやっぱり国としても、この整備、拡大は、自治体にお任せというと

ころがあって、今後の展開というところが厳しいかと思うんですが、財政的、

予算的な規模でこれからの拡大の方向性というのはどういうふうに考えてい

るのかをお聞かせください。 

○教育長（廣田恵子） 議員からも御紹介いただきましたですけれども、義務

教育というか、そういうところについては、教育のＩＣＴ化に向けた環境整

備ということで５カ年計画、地方財政措置を講じるというようなことも言わ

れております。 

 ただ、県立高校においては、先ほども私、答弁の中で申し上げましたが、

例えば無料でスカイプを活用するとか、なるだけ効率よく効果的にできる方

法なども駆使し、それから他県の例も参考にしながら、環境整備というか、

そういうことを活用しながら、子どもたちがＩＣＴ環境に触れる機会を多く

していきたいと、そんなふうに考えております。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 
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○１番（芳野正英） ぜひとも小・中学校も、なかなかこれも県のほうでは整

備というのは支援ができないかもしれませんが、いろいろ国の制度を使いな

がら、先ほどもちょっと触れたんですけど、文部科学省は小・中学校への

ＩＣＴのモデル県ということで全県に告知をしながら、奈良県とか高知県は

やってて、小・中学校でですね、三重県ちょっとゼロだったのが寂しいなと

思ってましたので、そういう告知もしていただければというところもありま

すし、ぜひ、この部分の予算確保は、また知事のほうもぜひお願いをしたい

なというふうに思ってます。新政みえとしてもこの部分の予算要望、政策要

望で年末にも述べさせていただいたかなと思いますので、ぜひ拡充のほうで

すね、お願いをしたいなと思いますので、これで３番目の質問を終わります。

どうぞまたＩＣＴの普及について取り組んでいただきますようにお願いを申

し上げたいと思います。 

 続いて、ラウンドアバウトの整備についてということで、ラウンドアバウ

トって何やねんという話なんですけども、環状交差点という意味でございま

して、信号機のない円形の交差点で、ぐるっとこう周回を回るという意味で

すね。車が回る円状のところが優先になっているという交差点であります。

ちょっと後ほどまた図を示しますけれども。 

 私たち新政みえも、毎年度知事へ政策要望、予算要望する中で、このラウ

ンドアバウトの普及というのもずっと前から、私が当選する前から項目に上

げさせていただいて、常々記載をさせていただいておりまして、視察を行っ

たりなんかしながら、その効果的な部分を見させていただいておりました。 

 今回、三重県初のラウンドアバウトが試行運用されますよということでお

知らせもいただきまして、３月４日から６月１日まで、（チラシを示す）こ

ういうチラシも今配っていただいておりますけども、やります。どこでやる

のということなんですけれども、（パネルを示す）伊賀市の三重県伊賀庁舎

の隣に今伊賀市役所の新庁舎を建設しておりますけど、その角のところです

ね。この交差点でやるということでございます。 

 私も子どものとき、四日市市の市役所の前にロータリーがあったので、
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てっきりもう四日市でやっているのかなと思ったら、あそこは信号機がつい

てたらしくて、完全なラウンドアバウトではなかったと。しかも、あのとき

はたしか３方向しか、全部４方向になってなくて、１方向は行きどまりでし

たので、確かに完全なラウンドアバウトではなかったかなというふうに思っ

ていますが、今回三重県初ということでございまして、じゃ、どういうふう

に通行したらいいのかというのもあわせて、（パネルを示す）これも先ほど

示したチラシに書いてありますので、県土整備部の方からもいただいた資料

で図示をさせていただきましたけども、こういうふうに信号機がなくて真ん

中にこうロータリーがありまして、この南から例えばこう上がってきた青い

車は、このここの円が優先ですので、ここで徐行して交差点に入ると。ただ

し一旦停止はしなくていいんですね。一旦停止はしなくていいと。後で

ちょっとそれを聞きますけども。このまま徐行して進入して、この環状に

沿って行きまして、時計回りに通行すると。できる限りこの環道の左側を通

行しながら、交差点をこの環状から出るときはウインカーを出して出ていく

ということですね。こういう感じです。逆走は禁止と。これ逆走ですね。こ

れ全部逆走になりますので逆走は禁止で、この時計回りに回りますというこ

とですね。交差点に入るときは左折で入ると。でも、ウインカーは不要なん

ですね。なかなかこれいろんなルールがあるなというふうに思いますし。 

 じゃ、歩行者どうしたらええかというところなんですけども、歩行者は、

（パネルを示す）ここにこの歩行者横断指導線内というのがあります。ここ

を横断するときは渡ってくださいと。この環道の中を歩いていかないように

してくださいねということであります。 

 じゃ、自転車は。自転車はどうなるのか。（パネルを示す）自転車は、

てっきりここを通るのかなと思ったら、この環道の中に入っていいんですね。

環道の中を走りましょうということでありまして、これももちろん逆走は禁

止でありまして、車と同じようにこう時計回りで回って出ていくという、こ

ういう通行方法であります。 

 これ、こういう通行方法は、なかなかこれ周知、チラシで今周知してもう
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ていますけど、なかなか一般の方にわかりにくいなというふうな思いもあり

ますので、そういう周知をどうしていくのかというところと、それから、こ

の整備ですね。幾つかこのラウンドアバウトに関しては整備の部分で候補地

があったというふうにお聞きをしていますけれども、その中でこの伊賀市役

所の新庁舎のこの交差点になるというのは、交通量ですとかもろもろの要素

があったと思うんですが、その判断基準の部分はどういう部分があったのか

というところと、今後このラウンドアバウトも、三重県にラウンドアバウト

を広めていく第一歩ですというふうにこのチラシにも書いてありますけど、

これから展開をしていく上での、どういう展開を市町と協議をして進めてい

くのかというところ、それから最後に安全対策ですね。車の速度は確かに

ゆっくりになるんですけども、先ほども言いましたこの歩行者の部分で言い

ますと、（パネルを示す）これちょっと懸念するのが、この横断をするとこ

ろはですね、横断歩道ではないんですね。あと夜間。これ市役所の前ですの

で、夜間もですね、市職員が、四十九の新しい駅から歩いて来られる市職員

もおられるかもしれませんが、そういう夜間の横断なんかに、この歩行者横

断指導線内というのが、横断歩道のように、白線を引いてないので、車とぶ

つかるんじゃないかとか、あと夜間自転車が走ってるときにまた車とぶつか

る可能性がないかとか、昼間ももちろん危ないんですけど、特に夜間のそう

いった安全対策等々ですね。こういう部分もしっかりと対応ができているの

かどうかというところを少しお聞かせをいただければと思います。 

   〔渡辺克己県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（渡辺克己） ラウンドアバウトの実施箇所の選定経緯と今後

の展開、そして周知であったり安全対策はどうなっているのかというところ

につきましてお答えをさせていただきます。 

 まず、試行運用の実施場所の選定でございますが、県内の交差点につきま

して、交通量、交通事故の発生状況、交差点の形状、信号機の有無などの条

件を検討をいたしまして、議員から御紹介いただきました伊賀市役所の新庁

舎前の交差点で試行することを決定したところでございます。 
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 具体的には、１日当たり総流入交通量が約6000台ということで、ラウンド

アバウトが有効とされる１万台以下であること、現状で信号機が設置されて

いないこと、そして交通事故の発生も見られたこと、さらに、既存の交差点

の敷地内で試行運用ができる箇所であったということから、県警察や有識者

の御意見もいただいた上で選定を決めたところでございます。 

 事前の調査の中で、本交差点につきましては信号機がないということで、

見通しがよく、特に朝の時間帯、８時台に、先ほど画面でも御紹介いただき

ましたが、南北方向の直進交通が比較的高速で連続して通過をしていったと

いうことで、東西方向から交差点に入ってくる交通について、長時間の滞留

が発生しているような状況を確認したところでございます。 

 このような状況から、ラウンドアバウトの運用によりまして、交差点への

進入速度や滞留時間の変化などの導入効果を検証できるものと考えていると

ころでございます。 

 また、試行後にはアンケートもいただきまして、道路利用者等の御意見を

いただきまして、今後の展開に活用をしていきたいと考えております。 

 今後の展開でございますが、ラウンドアバウトのメリット、デメリットを

市町を含めた道路管理者と共有をいたしまして、ラウンドアバウトが適用で

きる交差点があれば、県警察と連携して検討していきたいと考えております。 

 次に、周知及び安全対策の部分でございます。 

 試行運用に当たりまして、事前に、ラウンドアバウト試行運用実施のお知

らせということで、先ほど議員のほうからも御紹介いただきましたが、通行

ルールにおける留意点などを記載をしましたリーフレットを伊賀市内の住民

の皆様へ全戸配布をいたしました。また、地元自治会等に対しまして説明会

を実施するなど、住民の皆様への周知にも努めてまいりました。 

 現場の安全対策でございますが、試行運用開始後の２週間は交通誘導員を

24時間体制で配置をすることとしております。 

 また、ラウンドアバウトの中心の円形部分、中央島と申しますが、それの

位置についても直進車のスピードが抑制されるような配置を検討したところ
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でございます。 

 歩行者が横断する部分につきましては、歩行者横断指導線というのを設け

まして、夜間におきましては自発光ライトで歩行者が認識できるような対応

をするなど、安全対策に十分留意して取り組んでまいりたいと考えてござい

ます 

 以上でございます。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） はい、ありがとうございます。 

 設置の基準もお示しをいただきました。１万台以下というところと信号機

のない交差点というのは、なかなかこういう新設の市役所の庁舎の隣という

ところだとこれから増えてくるし、そういうふうに今までなかったという部

分ではいいんですけど、三重県内のいろんな道路で１万台以下で五、六千台

で信号機がないというのはなかなか難しいんですけど、それでも多分それぞ

れの市町にとってはこういうところでという部分で、信号機を設置する、全

県的には要望が多い中でなかなか実現をしないんですが、そういう部分でこ

のラウンドアバウトというのは、一つ整備として有効なのかなというふうに

も思っています。ぜひ、これを周知も含めていただき、ここの場所の周知も

含めるとともに、このラウンドアバウトという環状交差点の効果というのも

周知を、これから検証した後ですけども、お願いをしたいなというふうに

思っています。 

 ただ、このリーフレットで全戸配布を伊賀市内というふうにはお聞きしま

したけども、市役所とか隣の県庁舎もありますので、市外の方もみえるなと

いうところもありますので、そういう部分で、周知の方法というのはもう一

工夫が必要なんじゃないのかなというふうに思ってますので、その点はいか

がでしょうか。ほかの方法考えられないかということ。 

○県土整備部長（渡辺克己） 市内の方の御利用であるということでございま

すので、県のホームページなどでも周知を図りたいと思っております。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 
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○１番（芳野正英） はい、ありがとうございます。ホームページですとか、

また４月から新しい県の情報の番組、番組といいますか、ありますが、そう

いうところでも告知をしていただくとか、また三重テレビやＮＨＫ等々でも

多分この試行のときには報道等もされるかなと思いますけど、そういう報道

機関へのプレスですとか、そういったところでの市外の方への周知というの

もしっかりしていただかないと、多分初めて通る方は戸惑うのかなというふ

うに思います。 

 私も現場、ちょっと見たことありますけど、自分で走ったことはないです

けど、多分初めて来た人でちょっと戸惑う人がいるよなと思ったのを感じて

いますんで、ぜひ、そこの周知をお願いをしたいなというふうに思っていま

す。 

 あと、部長おっしゃらなかったので少し言うと、（パネルを示す）構造上

も少し直進ができにくいような状況に道路構造がなっていると。ここ実は

真っすぐではなくて、ちょっと内側に入ってるんですよね。この道路も内側

にこう入ってるんですね、ちょっと道路整備の分がね。内側に入ってから入

るようになってるので、減速できるだろうというふうになっています。 

 そういう部分での道路構造上の安全対策もしていただいてるということと、

夜間の、自発光ライトをつけていただくということで、夜間の安全対策にも

取り組んでおるということでありますが、実証実験、試行運用していただい

てる中でのしっかりとした検証をぜひお願いをしたいなというふうに思って

います。 

 最後に、そのアンケートの実施ですけど、これも伊賀市役所と伊賀庁舎内

に置くということなんですけども、市外の方が通ったとき、初めて通った方

の印象的な部分もあるので、このアンケートについても少し広報的に広げて

いくことの可能性というのはありますか。 

○県土整備部長（渡辺克己） 先ほどの周知をホームページでする際には、ア

ンケートといいますか、御意見を受けられるような体制にしていきたいとい

うふうに思います。 
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   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） はい、ありがとうございます。初めてこうしてラウンド

アバウト実施をしていただくということでありますので、ぜひその検証が幅

広く生かせるようにお願いをしたいというふうに思います。 

 最後に、あおり運転の取り締まりということでありまして、全国的に、東

名高速道路でのあおり運転によって御夫婦が亡くなるという事故があって以

降、それ以前からも少しありましたけども、あおり運転というのが全国的に

今問題になっておりまして、毎日のようにテレビのワイドショーなどでは、

あおり運転の動画が出ていたりしておりますけれども、三重県におきまして、

このあおり運転の取り締まりの状況ですとか、今後の対策といった部分で、

少し今の県警の取組をお聞かせをいただければと思います。 

   〔難波健太警察本部長登壇〕 

○警察本部長（難波健太） それでは、あおり運転の取り締まりの状況、それ

から各種の対策ということで答弁をさせていただきます。 

 このあおり運転につきましては、道路交通法上では、特段の定義というの

がないところでありますが、こういった行為が行われた場合の考えられる違

反の形態ということで申しますと、前方の車に異常に接近するような車間距

離保持義務違反、あるいは後方の車に危険を感じさせる形での進路変更した

場合の進路変更禁止違反などが考えられるところであります。 

 いずれにしてもこういった行為は一般のドライバーに非常に危険を感じさ

せる悪質、危険な運転の一つだというふうに認識をしております。 

 そういったことから警察としても取り締まりに力を入れておりまして、平

成30年中の取り締まりということで申しますと、ドライブレコーダー等の映

像を端緒にした事件などで、いわゆるあおり運転に関連する違反ということ

で、道路交通法違反で189件のほか、不法な有形力の行使があったと認定を

いたしまして暴行罪１件を検挙しているところでございます。 

 特に、高速道路におきましては、車間距離保持義務違反取締装置で、ホー

クアイという製品名の機器がございまして、これを活用して写真撮影に加え
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てレーザーを照射して車間距離の測定によって取り締まりを行っております。 

 また、通称でスカイアイ取り締まりと呼んでおりますけれども、県警航空

隊のヘリコプターと地上の警察車両が連携をいたしまして、空陸一体の取り

締まりを行っているところでございます。 

 また、そのほかの対策面ということで申しますと、運転免許の更新時講習

をはじめとした様々な交通安全教育におきまして、あおり運転などが悪質、

危険なものであることや、これらの行為が禁止されていること、また、違反

行為に対しては取り締まりに力を入れているといったことの周知に努めてお

ります。 

 また、万が一危険な運転者に追われるといったことがあった場合には、

サービスエリアなど、交通事故に遭わない場所に避難した上で、110番通報

をしていただくようにお願いをしておりますほか、日ごろ車を運転される際

には、周りの動きに注意をし、思いやりの気持ちを持って、譲り合い運転を

することが大切であることなども広報しているところでございます。 

 県警察といたしましては、あおり運転の未然防止に向けて、悪質、危険な

運転の取り締まりと広報啓発、あるいは交通安全教育等などに引き続き注力

してまいるところでございます。 

 以上でございます。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） ありがとうございました。 

 ちょっと私もメモし忘れて、ひょっとして答弁されていたかもしれないん

ですけど、車間距離保持義務違反の取り締まり装置、いわゆるホークアイと

いう、手動といいますか、スカイアイは上からも見て県警ヘリと連動した取

り締まりですけど、覆面パトカー等々に搭載をする車間距離を保持してるか

どうかを見る機械ですね。取り締まり装置ホークアイ。これは今、県警とし

ては何台ぐらいお持ちで、どういうところで整備をしてるかというのがわか

りますでしょうか。 

○警察本部長（難波健太） こちらは、今、当県警で保有しているのは１台、
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１セットでございます。高速隊の拠点のほうで保有をしておりまして、基本

的には高速隊、高速道路上を中心に必要な場所で活用させていただいている

ところでございます。 

   〔１番 芳野正英議員登壇〕 

○１番（芳野正英） はい、ありがとうございます。 

 来月には、いよいよ県民の皆さんが待っていた新名神高速道路の四日市北

ジャンクションから亀山西ジャンクションまでの区間が開通をして、あと東

海環状道も大安まで延びるということで、高速道路網が発達するということ

は、渋滞が解消されることによって逆に飛ばす車もあらわれてくるのかなと

いう部分では、今後も一層の取り締まり等々をお願いをしたいなというふう

に思いますし、私もお聞かせいただくと、県警のホームページだけじゃなく

て、ツイッターもあって、しかもその県警のツイッターでは取り締まり情報

も事前に載せていただくということです。これは確かに載せてもらったほう

が警戒をしてそういう危険な運転をやめようという抑制につながりますので、

ぜひ、事前に取り締まりをやりますよという情報、これからどんどんとツ

イッター等にも掲げていただいて、こういう危険な運転が少しでも減ってい

くような取組をぜひ充実をさせていただければなと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いをいたします。 

 あと５分残りましたので、予定どおりで、最後、私も別の大人の事情で、

もう４月以降はこの場におりませんけれども、私、この４年間で６回一般質

問させていただきました。この伝統ある三重県議会の中で、こうして皆さん

と政策議論させていただいたのは本当にありがたかったなと思いますし、知

事をはじめ執行部の皆さんも本当に真摯に御答弁をいただきましてありがと

うございました。この３月で退職をされる方々もおられると思いますけども、

特に私が思い出に残っているのは、この３月に成立をできるだろうなと思っ

ている犯罪被害者等支援条例、本当に井戸畑環境生活部長には２回も質問さ

せていただきましたけども、本当に形になるものをつくっていただきました

し、知事にもいろいろ努力をいただいたこと、本当に感謝申し上げたいなと
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思っています。 

 今後も、この三重県議会の議場でいろんな議員の皆さんと執行部の皆さん、

本当に真摯に議論をされて、県民の生活向上に寄与することを祈念いたしま

して、大分早くなりましたけども、私の一般質問とさせていただきます。あ

りがとうございました。（拍手） 

 

休 憩 

○議長（前田剛志） 暫時休憩いたします。 

午前11時58分休憩 

                                    

午後１時０分開議 

 

開 議 

○副議長（前野和美） 御苦労さまでございます。休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

質 問 

○副議長（前野和美） 県政に対する質問を継続いたします。16番 野口 正

議員。 

   〔16番 野口 正議員登壇・拍手〕 

○16番（野口 正） 改めまして、皆さん、こんにちは。自由民主党県議団、

松阪市選出の野口正でございます。ネクタイをいつも松阪木綿にしていたん

ですけど、実は家内に買ってもらった唯一のネクタイを持ってきまして、今

日は最後になるかわからんということでございますので、ネクタイを家内の

ものにさせていただきました。ありがとうございます。 

 今日は、２月26日、いろいろあった日なんですけど、実は私のおふくろの

誕生日でございます。そんな記念になるべき日にさせていただくということ

で、大変うれしく思ってます。本当は２月22日の予定でしたんですけど、ニ



－316－ 

ンニンニンの日は先輩がどうしてもというのがありましたので、今日にさせ

ていただきます。 

 それでは、早速、議長の許可をいただいておりますので質問させていただ

きます。まず、津松阪港の現状と課題についてということでさせていただき

ます。 

 津松阪港は、三重県のほぼ中央に位置し、中南勢地域の産業、商業などの

基盤となる物流拠点で重要港湾にも位置づけられています。特に松阪市に位

置する大口地区については、南海トラフ地震やそれに伴う津波発生時には、

緊急物資等の輸送活動や防災活動の拠点としての役割を担うものとなってい

ます。 

 この津松阪港大口地区については、岸壁等の施設建設後、相当の時間が経

過しており、老朽化が進んでいます。現在、岸壁の老朽化の対策が行われて

いるようですが、その進捗については、港湾利用企業等からの心配の声も聞

かれているところであります。 

 また、港は埋立地に建設されているため、地盤沈下が起こりやすいと考え

ますが、建設時にどのような対策を実施していたのでしょうか。また、日常

的な管理をどのように行っているのでしょうか、お伺いしたいと思います。 

 さらに、大口地区付近は遠浅であるため、河川から流出する土砂が航路、

泊地に堆積しやすい状況となっていますが、県は港内における土砂等の堆積

の状況をどのように把握され、対応することとしているのかについてもお伺

いしたいと思いますので、御答弁をお願いいたします。よろしくお願いしま

す。 

  〔渡辺克己県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（渡辺克己） 津松阪港大口地区の老朽化、地盤沈下、そして

土砂堆積への対応についてお答えをさせていただきます。 

 県の管理する19港湾におきましては、施設の長寿命化を図るため、維持管

理計画を策定し、これに基づき施設の修繕を行っています。 

 津松阪港大口地区においても、維持管理計画に基づき岸壁の更新工事を実
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施しており、現在までに、岸壁延長390メートルのうち216メートルが完成し

ています。引き続き、残る区間の更新工事を着実に進めてまいります。 

 地盤沈下対策につきましては、港を建設する際、岸壁や背後の埠頭用地な

どで地盤沈下のおそれがある箇所には地盤改良工事を実施しています。 

 津松阪港大口地区においても、地盤沈下が見込まれる箇所につきましては、

サンドコンパクションパイル工法や深層混合処理工法などにより地盤改良工

事を実施してきました。 

 現況では港湾利用に支障となるような沈下は認められませんが、日常的に

パトロールを実施し、施設の状況把握を行っているところでございます。 

 しゅんせつにつきましては、津松阪港大口地区の航路や泊地は、河川の河

口部に近接していることから、河川から流出する土砂が堆積する傾向にあり

ます。 

 そのため、船舶航行の安全や港湾利用者の活動に支障のないように、平成

19年度から平成26年度にかけて航路及び泊地のしゅんせつを実施いたしまし

た。 

 その後は、海底までの深さをはかる深浅測量を定期的に実施しております。

今後も引き続き深浅測量を行い、堆積状況の把握に努め、必要に応じて維持

しゅんせつを実施してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） 

 ありがとうございます。申しわけありません。ちょっと花粉症が出て目が

ちかちかして声ががらがらしていますんで、ちょっと聞きづらいかわかりま

せんが、よろしくお願いしたいと思います。 

 再質問ということでさせていただきます。岸壁の工事、390メートルのう

ち216メートルが完成してということですけど、これは何年ぐらいで完成す

るつもりでおるのかをお聞きしたいと思います。 

 それと、地盤沈下のサンドコンパクションパイル工法とかいろいろやって
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おられるみたいですけど、成果があるということですけど、確かに地盤沈下

して段差ができとるんですよね、岸壁のとこで。釣りをする人とかそういう

方にとって、ちょっとやっぱり危ないとかそういう話も聞かせていただいて

ます。そこら辺の対応とか対策はどうされておるのかなということをお聞か

せいただきたいと。 

 それと、土砂の堆積対策ということで、平成19年度から26年度にかけて

やっていただいたと。これは５年に一遍ずつぐらいやっていただくと聞いて

いたんですけど、今、土砂がどんどんたまる傾向があります。特に大雨が

降ってきていますので、かなり厳しい状況が続いているように聞いています。

航路以外でも、例えば、三渡川とかいろんなところから流れてくる河川に

よって、近辺の土砂がかなり増えてきてもおりますので、そこら辺も含めて

土砂対策、航路の確保というのは大変だと思うんですけど、航路、毎年測っ

ていただいてるみたいなんですけど、現状としてどのぐらいいけるのかなと

いうのもお聞きしたいと思います。お願いします。 

○県土整備部長（渡辺克己） まず、岸壁工事の件でございますが、残りが

174メートルございますが、事業実施できる時期がかなり限られておりまし

て、それとワンスパン24メートルだったと思いますけども、施工区間が限定

されますので、その辺の考慮をしながら工事をやっておるわけでございます

が、今後の予算の確保もしながら進めていきたいと思いますが、いつまでに

というのは現時点でお答えができない状況でございます。 

 次に、地盤沈下対策の件でございますが、先ほどの答弁でもお答えを申し

ましたが、パトロール等をやりながら必要な修繕を実施していきたいという

ふうに考えてございます。 

 それと、しゅんせつにつきましては、一部7.5メートルを切っているとこ

ろもございますが、余裕の中で運航してございますので、現時点では航行に

支障のないということは聞いてございますので、引き続き測量を行いまして、

現況把握に努め、必要が生じましたらしゅんせつをやっていきたいというふ

うに考えてございます。 
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 以上です。 

  〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） よろしくお願いしたいと思います。周りの企業の方々か

らも一生懸命やっていただくというのは聞いてますし、一生懸命いい人材も

入れてもらって管理をしていただいてるよという話は聞いてますので。 

 ただ、先ほどから言っていますけど、岸壁等については継続して事業を

行っていただかなければなりませんが、継続できるんかどうかという心配が

多々出ます。ですから、よろしく継続できるようにお願いしたいと思います。 

 あと、パトロールをしっかりやっていただくということでお願いしたいと

思います。土砂の堆積については、常に管理されとるということですんで、

安心というわけじゃないですけど、これもお願いしたいと思います。 

 それと、ちょっと話がかわるんですけど、同じ岸壁の中で、中部国際空港

へのアクセスの件があったと思うんです。アクセスがあった航路が廃止され

ました。今、その埠頭がそのまま残ってますんですけど、これって県の部分

と、市の部分は市が建てとるんですけど、これの利用をどういうふうにされ

てるのか、また考えてみえるのか、それともそのまま置いておくのか、そこ

ら辺をちょっと心配している市民の皆さんがみえますので、県としてアクセ

ス用の建物とか、敷地の活用をどのように考えておられるのか、もしわかれ

ばお願いしたい。 

○県土整備部長（渡辺克己） 中部国際空港アクセス航路の旅客埠頭跡地につ

いての御質問でございます。 

 中部国際空港へのアクセス航路が廃止となりまして、未利用地となってご

ざいます旅客埠頭の跡地につきましては、平成30年10月に、松阪市長から、

民間活力を用いて港湾の振興を図る土地とすべく、港湾計画の変更等の手続

を行うよう要請を受けたところでございます。 

 県といたしましても、港のさらなる利活用を図り、地域の産業を支えるこ

とが重要であると考えておりますので、港湾計画の変更に向けて手続を進め

ているところでございます。 
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   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） ということはですね、今のところこれというものはない

という解釈でよろしいんですか。 

○県土整備部長（渡辺克己） 埠頭跡地につきましては、今、アクセスのため

の用地となってございますが、工業系の土地利用への変更をしていきたいと

いうふうに考えてございます。 

 以上です。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） 工業用ということでございますので、何とぞ活用してい

ただいて、皆さんのために利用していただくようお願いを申し上げまして、

この件に関しては、これで終わらせていただきます。 

 続きまして、災害後の対策について質問させていただきます。 

 昨年発生した台風第24号の災害で国道166号が通行どめになりました。災

害状況は、写真の状況で示すような状況でございます。 

 （パネルを示す）これを見ていただくと、岩の部分に土がたまっていた、

その土が岩のところから剥離して、そのまま落下して国道のほうへ来たと。

下の道路まで影響を受けたという状況でございます。 

 通行どめによって、いろんな混乱や地域住民に不便をかけるような事象が

今回、多数発生しました。災害の発生後には、流言飛語が飛び交い、うわさ、

また自分なりの解釈をすることによって混乱が生じることが多々あったと聞

いております。 

 今回の国道166号通行どめについて、私も含め、他の議員にも数々の情報

や要望がもたらされたことと存じます。 

 私は、災害対応に当たった県職員は適切に対応しており、対処についても

問題があったとは思っておりませんが、確かに情報提供においていかがかな

と思ったところがありました。説明をお聞きしたところ、納得をさせていた

だいたところでございますが、しかし、行政と直接かかわらないような方々

にとっては、生活に直結することであることにもかかわらず、どうしても状
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況がわからないというような情報不足が生じた部分もあったのではないかと

感じています。 

 そこで、県として国道166号における災害後の対応について、どのように

考え、どのように行動したのかについてお伺いしたいと思います。 

 また、今回の対応について反省すべきところがあったのかと思います。災

害が常時起きている現状を考えると、今までの対応では不十分だと思います

が、今後の災害後の情報提供について県としてどう対応していくかも、あわ

せてお伺いしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

   〔渡辺克己県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（渡辺克己） 昨年の台風第24号に伴う国道166号通行どめの

情報提供についてどのように対応したのか、そして、今後どのように対応し

ていくのかについてお答えをいたします。 

 昨年９月30日に発生しました一般国道166号松阪市粥見地内の災害でござ

いますが、大規模なのり面崩落であったことから、復旧には時間を要すると

判断をいたしまして、10月３日に松阪市、地元連合自治会長等に状況説明を

行いました。 

 その後も、町内放送、地元自治会での説明、チラシの配布、松阪市ホーム

ページでの情報提供などによりまして、地元住民や道路利用者に対しまして、

迂回路や現場状況の周知を随時実施してまいりました。 

 また、復旧に向けた対応では、作業の安全を確保しつつ、不安定土塊や倒

木の撤去、仮設防護柵の設置、ガードレールの復旧等を行い、12月７日に片

側交互通行を開始いたしました。 

 現在は、今年10月下旬の全面開放に向けて、鋭意復旧工事を進めていると

ころでございます。 

 今回の国道166号における災害におきましては、長大かつ急峻なのり面か

らの大規模なのり面崩落であり、崩落後も不安定な土塊や立木が存在するな

ど、大変危険な状況であったことから、被災後の早い段階では、交通開放時

期が確定できませんでした。 
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 このため、詳しい説明がないなどの御意見をいただいており、地域の皆様

や道路利用者が最も必要とする交通開放の時期の公表について、十分な対応

ができていなかったと考えております。 

 今後、このような大規模な災害におきましては、初期の段階から、関係機

関に対し、より丁寧に現状の情報共有に努め、復旧に向けた県の動きを様々

な手法を用いて詳細に周知していきたいと考えております。 

 さらに、交通開放につきましては、現場の状況により、時期の変更が生じ

る可能性も含め、早期の公表と周知に努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） ありがとうございます。 

 国道166号だけではなくて、こういう危険なところっていっぱいあるんで

すよね。多分把握されていると思います。松阪市においては昔丹生寺の山崩

れがありました。いっぱい危険な場所ってあるんです。 

 ただ、それが運がいいことに夜やったりそんなんで、人災がなかったとい

う事実があったからよかったようなものの、いつ起こるかわからない。その

対応をすぐしていただかないと困るわけです。 

 だけど、それは誰がするのかという問題があると思います。大雨が降りま

した。どうも山崩れが来ると。山崩れが来たときに、来る予定だけでは道路

はとめられないと思いますが、だけど、とめなかったら事故を起こしますと

いう矛盾があると思います。 

 そこら辺というのは、どのように対応されているのか、ちょっとお聞きし

たいなと。そういう把握をされた上で判断するのは、どういう判断をしてど

ういう時点で通行どめにするのか、それともどうするのかというのは多分

持っておられると思うんですけど、そこら辺の対応というのは、簡単で結構

ですのでちょっと教えてください。 

○県土整備部長（渡辺克己） 全ての道路ではございませんが、道路ののり面

等で崩落の危険性がある箇所につきましては、雨量規制区間ということで、
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一定の雨が降りますと事前に通行どめをする区間を定めており、基本的には

雨量、時間雨量だったり累積雨量によって事前に通行どめをさせていただく

ようにしております。 

 あと、のり面につきましては点検をしてございますので、点検によって優

先順位を決めてのり面対策をやっているというような状況でございます。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） ということは、今回の状況、雨の量とか、通行どめにし

なかった、災害があってからしたんだけれど、この判断というのは、いつご

ろ、どのような格好でされたか。 

○県土整備部長（渡辺克己） 今回崩落のございました区間は、事前雨量規制

区間でございますので、一定の雨量に達した段階で事前の通行どめをさせて

いただいてるということでございます。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） していただいたということで、多分それで事故がなかっ

たんだと。 

 ただ、とめたことによって、住民の方からいろんな批判が来たと思います。

私のところにも来ましたし、多分ほかの議員も、いつ開通すんのやと、生活

できんやんかと、コンビニに至っては仕事にならん、潰れる、いろんな話を

聞かせていただきました。住民からこのような状況の中で、どのような意見

が出て、どのような対応したというのはわかりますか。 

○県土整備部長（渡辺克己） いろんな御意見、建設事務所のほうには来てご

ざいました。その中で、道の駅の茶倉がございますが、そこへなかなか行け

ないという声をいただきましたのと、あと、議員紹介いただきましたように、

コンビニの営業が思うようにいかないというような意見をいただきまして、

周知看板等は出させていただいて、迂回路等の標示をさせていただいたとこ

ろでございます。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） ありがとうございます。 
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 もうこれ以上話はしませんけど、一生懸命やっていただいたということは

重々把握をしています。 

 ただ、そうは言いながらも、私も行かせてもらいましたけど、迂回をした

りするときに、やっぱり案内板とかが見にくいというのがありました。その

件に関しては、ちょっと意見として松阪建設事務所のほうにも言わせていた

だきました。 

 ただ、これはどこまでやってええのかというのはあると思います。 

 それと民間の人が勝手に何か書いたやつとかそんなんもありました。 

 ただ、確かに情報が、漏れると言うたらおかしいけど、一生懸命やっては

いただいてるんだけど、やっぱり全体が納得できるような状況ではないのか

なという思いがありますので、これから、ぜひ、そういう面を含めて検討を

お願いしたい。 

 それと、これは机上でごたごたすることよりも、実際起こったときの後の

行動、またその実践によって、これからいろんな面でやっていただくことに

なると思いますので、これを教訓としてもらって、今までのことも含めて

データとしてまとめていただいて、これからの参考にしていただければと思

います。よろしくお願いしたいと思います。 

 ありがとうございました。では、続きまして、障がい者の働く場所につい

て質問させていただきます。 

 三重県においては、私ども議会においても、障がいの有無にかかわらず誰

もが共に暮らしやすい三重県づくり条例を定め、障がい者差別の解消を図る

ための取組が多くされております。 

 しかし、障がい者の就労に関することは少ないのかなという思いがしてお

りますので、質問させていただきたいと思います。 

 障がい者等が社会へ出てから、生きがい、居場所について、私は所管の常

任委員会の委員長ですので、社会へ出てからの働く場所に特に絞りたいです。

福祉のほうに関しては、ちょっと立場上言えないので、雇用ということにつ

いてお話を聞かせていただきたいと思います。 
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 福祉ではなく、雇用としてしっかり生活基盤をつくることが必要であると

私は考えております。県としても今回の新規で障がい者の働きやすい職場づ

くりモデルの事業として131万9000円、また、農福就労支援円滑化地域モデ

ル事業として439万円の予算を新規につくっていただいております。 

 御存じのように、障がい者の方については、小学校、中学校、高校と、あ

る程度福祉的な部分については居場所があるんですね。これはもう御存じの

ように。居場所があってやっていただける。 

 ところが、社会に出ると途端に居場所がなくなる。居場所がないというよ

りも、私は社会に出れば当然障がい者の方も働くということが大事なことや

と思います。働くということについて、どうも環境的に余りないのかなとい

う思いがしております。 

 御存じのように障がい者の方々、社会に出る、学校を卒業する、そうする

と大体自宅、またいろんな工作所とか授産所、いろんな福祉の施設に行かれ

るわけです。それはあくまで流れの中で行って、本来はやっぱり働きたいと

思うんですよ。働いて自分でお金を稼ぐ。これが人間の本来の姿やと。その

ために県が、国もそうですけど、就労継続支援Ａ型とかいう部門で一生懸命

いろんなことやっていただいてます。 

 しかし、現実問題として、障がい者の方がまともに働く場所が余りない。 

 そういう状況の中で、働く場所、行政もそうですけど、行政もいろいろあ

りましたが、やっぱり企業の方で働いていただくというのが一番数的にも多

いし、お願いをしたいと。 

 しかし、実際に働くとなると、やっぱり障がいのある方というのはいろん

な難しいことがあります。私も社会福祉法人の理事をさせていただいて、企

業の方にお願いをします。働かせてください。お願いです、勤めさせてくだ

さい。 

 ところが、社長はわかりましたと言ってくれるんですけど、そして担当の

方も大丈夫なんです。じゃ、頑張りましょう。ところが、いざ現場へ入ると、

やっぱり現場の人にとっては一人増えた、工数的に一人が増えたから、仕事
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は同じなんだけど、その人の分の仕事はやると思ったらそうじゃないと。

やっぱり障がい者の方というのはすぐわからないので、いろいろ教えなきゃ

ならない。いろいろ指導せないかん。それが結構重荷になって、抵抗があっ

たと。そういう話も聞かせていただいて、なかなかうまくいっていない状況

があります。 

 ですので、行政も含めてなんですけど、各企業に対してですね、どのような

考えを持って、どのように指導して、どのような働く場所をつくっておられ

るのかを一度聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

   〔村上 亘雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（村上 亘） それでは、障がい者雇用の現状と県の取組につ

いて御答弁を申し上げます。 

 県内の障がい者雇用の状況につきましては、平成29年の県内民間企業等に

おける障害者実雇用率が2.08％となりまして、２年連続で法定雇用率を達成

をいたしました。また、法定雇用率達成企業の割合は61.3％となってござい

まして、いずれも近年は全国平均を上回っている状況でございます。 

 一方、昨年４月から障害者雇用促進法の改正によりまして、法定雇用率が

2.0％から2.2％に引き上げられております。さらなる雇用促進に向けた取組

が必要となっていると考えております。 

 県では、障がいの有無にかかわらず、誰もがいきいきと共に働くことが当

たり前の社会を実現するため、三重労働局をはじめとする関係機関と連携し、

民間企業における障がい者雇用の促進に努めているところでございます。 

 具体的には、ステップアップカフェＣｏｔｔｉ菜は、平成26年12月の

オープン以来、これまでに10万人を超える方々に御来店いただき、また、

Ｃｏｔｔｉ菜を会場として、企業等で働く障がい者が講師となって、仕事の

こと、生活のことなどについて話をするステップアップ大学には、今年度、

これまで約150人の方に御参加をいただきました。 

 こうした障がい者との交流を通じまして、多くの県民、企業の方々に障が

い者雇用への理解を深めていただいたと考えております。 
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 一方、三重県障がい者雇用企業推進ネットワークには、261社に登録をい

ただいておりまして、ネットワークを通じて、障がい者雇用に係る情報を提

供しています。ネットワークを活用し、県内で障がい者雇用に積極的に取り

組んでいる企業の見学会の実施や、企業、特別支援学校、福祉関係者の情報

交流会、先進的な事例を紹介するセミナーの開催などによりまして、企業の

障がい者雇用を進める人材育成にもつなげているところでございます。 

 このほか、就職面接会の開催や、企業現場における委託訓練の実施により、

円滑に雇用につなげるための企業と求職者のマッチングを図っております。 

 このような取組を進める中、企業からは、障がい者雇用の現場でのノウハ

ウなどの情報を提供してほしいといった声がございます。 

 また、雇用の場の確保とともに、障がい者が職場で定着し、働き続けるた

めには、企業と就労支援機関等との連携や、障がい者にとって、やりがいを

持てる職場、働きやすい職場づくりを進めるなど、雇用の質の向上が重要な

課題として浮き彫りになっております。 

 今後は、こうした課題を踏まえまして、これまでの取組の充実・強化を

図ってまいります。 

 ステップアップカフェＣｏｔｔｉ菜については、さらなる認知度の向上に

努めるとともに、県民や企業との交流を進め、障がい者雇用への理解促進に

つなげてまいります。 

 また、求職者を対象としました企業見学会の開催など、三重県障がい者雇

用推進企業ネットワークを活用した取組を充実、強化をいたします。 

 求職者が増加している精神障がい者については、就労と定着を進めるため、

精神障がい者を対象とした委託訓練先の拡大なども進めてまいります。 

 さらに、平成31年度からの新たな取組として、障がい者の働きやすい職場

を実現するためのモデル事業を実施したいと考えております。複数企業の担

当者が、情報共有や意見交換をしながら課題の解決を目指す取組に対し、障

がい者の就労や定着支援に係る専門家を派遣して支援してまいります。 

 こうした取組の成果を三重県障がい者雇用推進企業ネットワークを通じて
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県内企業に広げてまいります。 

 これらの取組に加えまして、企業と就労支援事業所が連携して取り組む雇

用定着の仕組みづくりへの支援や、障がい者が働く可能性を広げるテレワー

クなどＩＣＴの活用にも取り組んでいきたいと考えております。 

 引き続き、関係機関と連携をするとともに、新たな課題にもチャレンジを

いたしまして、より一層の障がい者の雇用の場の拡大と雇用の質の向上を目

指してまいりたいと考えております。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） ありがとうございます。それなりに頑張っていただいて、

就労の成果を上げていると。 

 ただ、障がい者の方が学校を卒業して働ける年代になったと。しかし、全

員が働いているわけではない。２％、３％。中には働きたくても働けない状

況の方もおると思うんですけど、こんな割合というのはどれぐらいかという

のは大体把握されていますか。 

○雇用経済部長（村上 亘） 済みません。雇用経済部では把握はしておりま

せん。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） 就労継続支援Ａ型ですね。一時はやりまして、多くの方

が就労支援のグループをつくってもうたりしていただいた。 

 ところが、国の補助金、県の助成金がなくなったと。どんどんなくなって

いったという状況を聞いております。 

 今就労継続支援Ａ型の状況というのは分かりますか。どんな状況。どれぐ

らいあってどれぐらい減ったのか。初めは少なかった。法律が変わる前は。

それで、Ａ型で法律が変わって、Ａ型で国からの助成金や補助金が入るよう

になった。それによってかなり多くの方がつくってもらったはずです。 

 ところが最近、また助成金、補助金がなくなってきた。それによって、や

めてはいないけど細々しとる。その辺の把握というのはされてますか。 

○雇用経済部長（村上 亘） これに関しましても雇用経済部では把握はして
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ございません。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） ということは、障がい者の人が実際にどのぐらい、どこ

で働いているか、そういう状況というのはあんまり把握していない、これは

国しか把握していないという解釈でよろしいんですか。 

○雇用経済部長（村上 亘） 最初に申し上げましたとおり、障害者実雇用率

が2.08％という数字、それから企業達成割合61.3％という数字は頂戴してお

りますので、これについては了解をさせていただいております。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） ということは、100％働きたくても働けていない状況が

多分あるんだと思います。これはもう現実問題見ればわかることですので、

そういうことやと思いますので、国の分もあるかわかりませんけど、県とし

ても御指導願って、やっていただく、それをぜひお願いしたいと思います。 

 本当に卒業して、居場所と言うとまた福祉とかの問題になる可能性もあり

ます。確かに、さっき言ったように授産所、工作所、いろんな施設があって、

そこへ行っておられる。そこで手内職というか家内職をやってます。時給

200円、300円のところで働いている方がみえるんですよね。そういう人たち

も、生活できないのか言うたら、障害年金とかそういうのでやっておられる

んですけど、そういうような状況というのもある程度県としては把握してい

ないですか。 

○雇用経済部長（村上 亘） 把握としてはさせていただいてないんですが、

ただ、障がいをお持ちの方が自立をして生活、金銭的な自立をされて生活し

ていただけることが、この障がい者雇用の目的の一つでもございますが、障

がいの状況によっていろんな可能性があると思います。 

 先ほど申し上げましたが、ＩＣＴを使った就労とかテレワークなんかも一

つの形態だというふうに思っておりますので、いろんな就労の可能性をそれ

ぞれ見つけながら、自立に向けて県としてできる支援はさせていただきたい

と思っております。 
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○子ども・福祉部長（田中 功） 済みません。私から関連して現在の三重県

内の福祉事業所の状況について、説明させていただきます。 

 現在、約300カ所の福祉事業所がありまして、Ａ型と言われているのが78

カ所で、そこで働いていただいている障がいを持ってみえる方が1414名、そ

れからＢ型が223カ所で4304名となっております。 

 先ほど、議員からＡ型のほうで減ったんじゃないかというお話がございま

したけれども、三重県では２事業所がいろんな事情で廃止しておりますけれ

ども、大きく減っているという実態はございません。 

 以上でございます。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） ありがとうございます。 

 私も授産所関係をさせていただいていますので、状況等もわかかっている

つもりですが。5000人近くの雇用ということかな。雇用というか、卒業した

人たちがやっていただく。 

 ただ、それでもやっぱり少ない。今、Ａ型もＢ型もそうやけど、人数枠を

決められているので４時間以上働けない、いろんな別のあれがあるんで、そ

こら辺は私もわかっとるつもりですけど、それはやっぱりこれから働いても

らうということを前提にしてやらなきゃならない。 

 ただですね、私もさっき言ったように福祉の関係をさせていただいてます。

確かに精神、知的、身体、この３障がい、これからは発達が入るということ

で４障がいになると思うんですけど、このうちの発達は子どもの段階がある

んであれですけど、この３障がいの人たちが働く場所というのはやっぱり必

要やと思うんですよ。どこか行く。福祉に関係してくるので余りしゃべって

はいけないんかもわかりませんけど、やっぱり働いてお金を稼ぐ、それが大

事なことだと思いますので、ぜひこれからもその辺をよろしくお願いしたい

と思います。 

 それと、ちょっとお聞きしたかったのは、あるところからの話で、企業の

方が一生懸命、３年も４年もかけて障がい者の人をいろいろ教育しましたと。 
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 ところが、去年の暮れやね、例の数字をどうのこうのという、よくある話

かわかりませんけど、それがあって、急遽、その企業で働いている優秀な人

たちを引き抜いていくというような事例があったと聞かせてもらいました。

これはもう意見だけ言うつもりです。あんまり言うとあれなんで。それは働

く人たちにとってはやっぱり企業よりも行政に行ったほうが親も安心するし、

そういう面では動いたんやと思いますけど、ただ、そこら辺が結構多いんだ

ということを企業の社長等からお聞きをさせていただきました。私はそれが

ええ悪いとか別として、やっぱりお互い企業も一生懸命育てる、行政の方も

当然やる。 

 ただ、行政の方は、ネームバリューやらいろいろあって、ええとこどりを

してもらうと困るんやという意見がありました。実際、それがどうかという

のはわかりません。 

 ただ、３人ぐらいの社長からそんな話を聞かせていただいたので、やっぱ

りそれは事実としてあったんかなと。現実、私も名前も聞かせていただいと

るんで、多分あったんやなと思います。 

 ですから、そこら辺は企業と行政、ぜひ仲よくやっていただければと思い

ますので、これはお願いとして言わせていただきますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 それでは、次に参ります。次は、三重県地方卸売市場の運営についてお聞

きします。 

 旧三雲町の地方卸売市場の運営については、県として設立からかかわりを

持ってきていただいていますが、現在、卸売市場の運営が施設の老朽化、市

場環境の変化によって、かなり厳しい状況になってきております。北勢地方

卸売市場、大阪等の卸売市場は、民間になってきているとは聞いていますが、

旧三雲町の地方卸売市場は、運営上多くの問題が生じており、県当局として

卸売市場の位置づけと現状をどのように考えているのか、そして将来の方向

についてどのように描いているのかをお聞きします。よろしくお願いします。 

   〔岡村昌和農林水産部長登壇〕 
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○農林水産部長（岡村昌和） それでは、地方卸売市場の位置づけ、現状と将

来の方向についてということで御答弁申し上げます。 

 三重県地方卸売市場は、県民の安全・安心な食生活を支え、生鮮食料品を

安定的に供給することを目的とした流通拠点ということで、昭和56年に県が

中央卸売市場ということで開設をいたしました。 

 この卸売市場では、これまで県内の野菜や果物などの青果物や水産物を生

産者から集めまして、県内の小売業者に供給する役割を果たしてきておりま

す。 

 こうした中、ライフスタイルの変化でありますとか食品流通の多様化等に

よりまして、市場外の流通が増加いたしまして取扱量が減少してきたことを

踏まえまして、市場の効率的な運営と市場利用者へのサービス向上を図るた

めに、これまで県が行ってきました施設の管理を民間に代行させるという指

定管理者制度、こちらのほうを平成21年４月から導入いたしまして、民間の

ノウハウを活用した活性化や経営管理コストの低減に取り組んでいるという

ところでございます。 

 現在、指定管理による市場の運営につきましては、市場関係者が中心と

なって設立しました、みえ中央市場マネジメント株式会社、こちらのほうが

行っておりまして、管理運営の効率化や県民との交流を図ります、にぎわい

市場デーの開催等を通じまして、指定管理者の指定を受ける際に定めました

五つの成果目標により運営を行っているというところでございます。 

 この目標に関しましては、一つ目が施設利用面積比率についてでございま

すが、こちらのほうは目標の90％以上に対して、平成29年度の実績が94.3％。

そして二つ目の市場交流人口については、目標の年間延べ人数３万人以上に

対しまして、実績が３万7936人。そして三つ目ですけども、関連商品売場棟

への入場者数について、目標が年間１万2000人以上ということに対しまして、

実績が１万4300人というふうになるなど、全ての目標を達成しているという

ところでございます。 

 また、卸売事業者等が負担いたします施設利用料金を指定管理導入前と比
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較して28％削減するということで、場内の事業者等の負担軽減にもつなげて

いるというところでございます。 

 今後についての考え方でありますが、県といたしましては、地域の生鮮食

料品を集め、県民に安定的に供給していく卸売市場の機能は、今後も重要で

あるというふうに考えております。 

 このため、さらなる市場の活性化に向けた課題や方策の検討を市場関係者

とともに行っておりまして、取扱量を確保していくためには、消費者ニーズ

に応じた多様な品ぞろえの強化でありますとか新商品の開発など、また、市

場の魅力づくりに取り組むとともに、営業力の強化が必要にもなるというふ

うに考えております。 

 今後はさらに、みえ中央市場マネジメント株式会社と連携をいたしまして、

卸事業者等が取り組む産地や市場との連携による集荷力の強化や、小売事業

者や飲食店への市場のＰＲ活動などを支援いたしまして、県民の安全・安心

な食生活を支える県内の食品流通の要として、三重県地方卸売市場の活性化

に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） ありがとうございます。 

 目標達成、何の問題もないと解釈しておりますが、ところが、実際問題、

私のところで聞かせてもらうと、いっぱい問題が生じています。幾らでもあ

ります。 

 例えば下水道の関係、下水道による処理になって今まで30万円やったやつ

が100万円とか、多いところだったら1000万円、2000万円の負担になってい

ます。何ともならん。助けてくれというのがあります。 

 あとは、例えば冷凍庫の件。冷凍庫の件につきましては、いろんな問題が

あると思います。魚屋、水産関係にとっては冷凍庫、マイナス40度近くのが

欲しい。ところが野菜関係の人はそんなに要らないよと。５度まで。これは

運営費とか維持費が全然違いますんでね。そこら辺も含めて、それをどこで
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分担するんやと。それは、使うほうは皆さんでしてほしい。使わんほうは、

いや、あんたとこでしょというような問題も生じてくると思うんですよ。そ

こら辺はやっぱりそのマネジメントらにやっていただくんですけど、これは

行政の問題やと思うんです。行政がある程度のとこまでそれをやっていただ

く。 

 私が一番心配していますのが、さっき言われた食生活を支える、守る。確

かに大手の企業は自分のところで全部品ぞろえできるんです。ところが、地

域の小売事業者、この人たちは、やっぱり卸売市場に行って、いろんなもん

を買って、それを地元の皆さんに提供する。どうしてもちょっと高くなると

きもあるけど、だけど、それは地域で生活している人たちにとっては、行け

ない場合がある。今は配達もしていますけど、やっぱり地域の人は近くのと

ころに行って買いたい。そういう問題があると思うんですよ。市場を運営、

実際にそこでやっていた人たちで、現実として撤退しとる人が結構おるんで

すよね。私の隣の方はいつも買いに行ってます、そこまで。 

 そんなん含めてですね、もう一度聞きたいんですけど、さっき言うた下水

道の問題、冷蔵庫の問題含めて、もしあれば教えてください。 

○農林水産部長（岡村昌和） 具体的な課題としては２点御紹介がありました。

下水道につきましては、松阪市との関係ということにもなってこようかと思

いますので、その話があることも県としても承知しておりますので、三重県

地方卸売市場運営協議会というのがありまして、この中に松阪市も入ってい

ただいておりますので、その中でそういった声を伝えながら協議をしてまい

りたいというふうに考えております。 

 それから、冷蔵庫等の問題につきましても、老朽化といいますか、経年変

化が見られる中で、どうしていくかというような議論をしておりまして、こ

れも具体的には市場機能高度化研究会というものを平成30年度に立ち上げま

したので、指定管理者及び場内事業者の中で検討しておりますので、引き続

き課題ということでしっかりと検討していきたいと思います。 

 また、議員御紹介のとおり、非常に厳しい状況もある中で、やはり地域の
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流通の要といいますか、地域の食生活を守っていくためには非常に重要な施

設と考えておりますので、いろんな課題でありますとか消費者のニーズを把

握しながら、市場の指定管理者とともに、しっかりと県も取り組んでまいり

たいというふうに思っております。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） 撤退をする、減っていく、商売にならない、もうからな

い、本当にそういう声がどんどん来てますので、お願いしたいと思います。 

 下水道の件に関しては私も松阪市長に言っとるんですよ。下水道組合が

オーケー出せば、組合長が出せばオーケーなんですよ。だから、下水道組合

に頼めといつもお願いしとるんですけど、市長、なかなか頼みに行ってくれ

ませんもので困っています。組合長は市長なんですけど。 

 さっき言うたように、卸売市場は、これからも地域にとっては必要なんか

どうなんかというのをまず県が検討していただかなきゃならんと。そこで検

討していただいて、必要であるということであれば、それなりの対応をして

もらわなきゃいかんし、いや、もういいんだと、もう使命が終わったよと、

そこまで言われるんやったら、これは民営化でもいいんだと思う。そやけど、

私は地域のために絶対必要やと思ってるんで、ぜひお願いしたいと思います。

よろしくお願い申し上げて、これは終わらせていただいて、次の空き家のほ

うに参らせていただきます。 

 質問内容が長いんですけど、５分ぐらいしかありません。空き家に関する

問題です。これは全国で問題化しています。 

 ただ、この件に関しましては、県が余りどうのこうのという立場でないと

いう部分もあるのは事実です。これは市町、県においては、やるべきことを

対応すると。あとは国。県としてはしておられると思うんですけど。 

 ただですね、議員の皆さん多分そうやと思います。一生懸命いろんなとこ

ろを歩かれると、本当に空き家多いんですわ。空き家だけならいいんですけ

ど、もう本当に廃屋。このままおったらどないすんねんと。そこには猫とか

ムカデがうろうろ。こんな状況を見ていますと、空き家をこのままにしとい
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てええのかなと、関係ないとは言えないと。私たちもいっぱいいろんなこと

を頼まれます。市町のことやからどうのこうのと言っておられません。 

 国の調査結果を調べましたら、2013年に820万戸の住宅、住宅全体で、

13.5％空き家ということらしいです。これがどんどん増えとる。それで今、

県のほうでいろいろ調べさせていただいたら、北勢地域は12.5％、全国平均

より少し少ないみたいです。 

 ただ、中南勢地域17.6％、伊勢志摩地域16.9％、伊賀地域は15.0％、東紀

州は24.2％。24.2％ということは、４軒のうち１軒は空き家ですよ。 

 そんな状況を見たときに、このまま県としてもほっといていいのかなと。

いかがなもんなんかなという思いをしています。さっき言ったように県がか

かわり合いできない部分が多いかわかりません。市町、国、だけど県として

何かできるはずやと思うんです。何かいい方法ないかなと思ってちょっと質

問させていただいたんですけど、いかがでしょうか。 

   〔渡辺克己県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（渡辺克己） 空き家対策について県として積極的に対応して

いくべきと考えるがどうかという御質問に対してお答えをいたします。 

 空家等対策の推進に関する特別措置法、通称では空家特措法でございます

が、この法律では、空き家対策における市町の役割は、所有者に対する空き

家の適切な維持管理の促進、良質な空き家の利活用の促進、利活用ができな

い空き家の除却指導であり、県の役割は市町のこれらの取組を支援すること

となってございます。 

 県の市町支援といたしましては、空家等対策計画の策定に助言などを行う

とともに、市町相互間や不動産団体等との情報共有の場づくりとして市町連

絡会議を開催しております。 

 財政的な支援といたしましては、平成28年度から、耐震性のない木造住宅

の空き家除却事業への補助を行っており、この制度を活用して空き家除却に

取り組む市町が増加しておるところでございます。 

 こちらの実績といたしましては、平成28年度と29年度の２年間で240戸の
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除却に対して補助を行っており、平成30年度は262戸を見込んでおるところ

でございます。 

 また、県の補助制度以外にも、空き家の改修や実態調査などに幅広く利用

できる国の補助制度に関する情報提供を行っており、今後も引き続き、市町

の空き家対策に対する支援に努めていきたいと考えてございます。 

 以上です。 

   〔16番 野口 正議員登壇〕 

○16番（野口 正） ありがとうございます。空き家対策240戸について支援

をしていただいた。 

 ただ、これからどんどんですね、これは国の問題だと思いますが、絶対に

必要なことですし、やっていただかないと本当に大変なことになる。これは

先に言うたように国の問題もかなりあると思いますので、知事、国に行きま

したら、ぜひそういうお願いをしてほしいと思います。 

 全体的なことを考えていただいて、これからの日本を築いていただく大事

な方だと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。少し時間があり

ます。もうとやかく言うことはございませんが、先ほど言いましたように、

私、自由民主党県議団で大トリをさせていただきました。今年２回もさせて

いただきました。本当にこれも皆さんのおかげだと思っております。次また

ここへ来られるかどうかはまだ定かではございませんが、しがみついてでも

来るようにしますので、そのときは嫌だと思いますが、この顔をまたお願い

したいと思います。いろいろ本当にありがとうございました。終わります。

（拍手） 

○副議長（前野和美） 45番、山本 勝議員。 

   〔45番 山本 勝議員登壇・拍手〕 

○45番（山本 勝） 今日は既に４番目でございますけど、大変お疲れであろ

うと、このように仄聞するんですけども、しばらくの間、よろしくお願いし

たいと思います。 

 今日は朝の新聞に各社とも桑名三重信用金庫が営業開始と、こういうよう
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な見出しで報道をされております。県下最大の桑名信用金庫と３位の三重信

用金庫が合併をしたと、こういうことでございまして、合併後の預金金額が

7500億円強で従業員数が546人ということでございますが、本当にこれから

の大きな発展を期待したいなと思っております。ある人がお話をされました

ら、桑名と、それから三重、この活字があって、三重よりも桑名が上に上

がったなという、こんな表現をされる方がお見えでございましたが、いろい

ろ中身はもっと意味があろうかと思いますけど、ひとつ、本店は桑名市でご

ざいますので、これから大いに発展をされるように御期待をいたしたいなと

思っております。 

 その桑名市、そしてまた、桑名市・桑名郡選挙区から出馬をしております

自民党会派の山本勝でございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、発言通告に従いまして質問させていただきますので、どうぞ参

与各位の御答弁もよろしくお願いいたしたいと、このように思います。 

 まず１点目、医療と介護の体制整備についてということで、特に私も２年

ほど前から２回ほどこの糖尿病対策について御質問させていただきましたの

で、その延長戦になろうかと思いますけども、よろしくお願いいたしたいと

思います。 

 糖尿病といいますのは、がん、脳卒中、それから心疾患と並ぶ生活習慣病

の一つであり、年々増加をいたしております。また、重症化すると人工透析

を受けなくてはならなくなり、御本人も非常につらい思いをしなくてはなり

ません。そしてまた、医療費が高くなるなどの問題も出てまいります。 

 そういうような中で、高齢化が進む中、糖尿病の患者も年々増えてまいり

ました。2016年の国の調査では、全国で糖尿病が強く疑われる人は1000万人

を上回るというような結果が出ております。また、糖尿病の患者は高血圧な

どを併発していることが多く、脳卒中や心筋梗塞になる可能性が非常に高く

なると言われております。そして、糖尿病を放置すると網膜症、いわゆる失

明、目が見えなくなるというような、こういう方向なり、それから腎症、い

わゆる腎機能が低下をし、重症化して人工透析をしなきゃならない、このよ
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うな症状も出てくる病名に発展します。 

 このような合併症を引き続き起こして、末期にはいろんな症状が、先ほど

言いましたような症状が出てくるということでございまして、透析治療が必

要となった場合には多くの方が週３回、医療機関に通い、４時間から５時間

ぐらい透析の作業をしなければならない、長時間ベッドでお世話にならなけ

ればならない状況が出てきますし、また先ほど言いましたように医療費も年

間、やっぱりこのような病名になりますと、500万円ぐらいの金額も要ると

言われていて、社会保障費を圧迫するという状況にもなってまいります。 

 患者の生活の質の向上や医療費の抑制の観点からも、糖尿病を併発させな

い、予防する、重症化をさせないことが非常に重要になってまいります。糖

尿病は一度発症してしまいますと完治が難しい病気であると言われておりま

す。ですから、予防にしっかり取り組むこと、検診などを受診して早期に発

見をすること、そして、発症してしまったら投薬や生活習慣の改善に取り組

み、症状を抑えるということが大変重要でございます。 

 そういうような病名でございますが、県の保健医療施策の一つとして三重

の健康づくり基本計画や、昨年度改定をされました第７次三重県医療計画に

おいても、対策に取り組むべき病気の一つとして糖尿病が位置づけられてい

るなど、県の取組姿勢にも強い意思がこの１年間感じられます。糖尿病対策

における取組の中で、平成29年度に本県における糖尿病性腎症重症化予防の

取組を進めていくために、三重県医師会と、そして三重県糖尿病対策推進会

議、そして三重県保険者協議会、そして県との４者によりまして糖尿病性腎

症重症化予防に係る三重県連携協定が平成29年の年末に締結されました。 

 この協定締結に先立って糖尿病の進展予防と、そして糖尿病管理の徹底を

行うための基本的な方策として、三重県糖尿病性腎症重症化予防プログラム

が策定をされました。この協定は、同プログラムに基づく全県的な取組を進

めていくために、４者がそれぞれの役割と連携協力をして取り組んでいこう

というものであり、私も非常に期待をしております。 

 そこで、連携協定の締結をはじめ、医療計画や健康づくり基本計画など、
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様々な計画や方針に基づいて積極的に取り組んでいただいていることと思い

ますが、糖尿病対策における知事の意気込みをまずお伺いをいたしたいと思

います。 

 あわせて、糖尿病対策について具体的にどのような取組を行ってきたのか、

医療保健部長にもお伺いをいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕  

○知事（鈴木英敬） 糖尿病対策に対する意気込みということで答弁させてい

ただきます。 

 人生100年時代を迎える中で、昨年実施した第７回みえ県民意識調査にお

いて、その人生100年時代に対して約67％の方が不安であると回答しており、

不安の理由について約92％の方が健康の維持と回答しています。また、幸福

感を判断する際に重視した事項についても、家族関係、68.4％に次いで健康

状況と回答した割合、68.0％が高くなっています。県民の皆さんの健康に対

する意識が高まりつつあるということと、幸福感を高めるためには健康であ

るということが重要と言えます。 

 その一方で、平成26年患者調査における糖尿病の人口10万人当たりの年齢

調整受療率は、全国の106.9に対し、本県が161.2と全国で最も高くなってい

ます。この状況には二つの側面があり、一つは県内に糖尿病の患者が多いと

いうこと、もう一つは、全国的には、糖尿病患者の３分の１の人が受診しな

いと言われている中で、受診勧奨等により、多くの方が受診につながってい

るということだと考えています。 

 糖尿病になっても受診せずに、糖尿病性腎症を合併するなど、重症化する

と１日４時間から５時間かかる人工透析治療を受けることになり、その医療

費は、１人当たり年間約500万円が必要になると言われています。また、糖

尿病は脳卒中、虚血性心疾患等の発症を促進することも知られています。 

 ある調査によりますと、糖尿病に罹患している方と罹患していない方では、

その確率に数倍の差があるとも言われています。 

 糖尿病の重症化は患者の生活の質、いわゆるＱＯＬを著しく低下させると
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ともに、医療経済的にも大きな負担になります。 

 そのような中、私が委員を務めている経済産業省の産業構造審議会におい

ても、高齢化が進む中で、高齢者の方々が健康に不安を感じることなく、元

気に働いていただけるよう、予防、健康づくりについて議論がされていると

ころです。 

 また、昨年７月、全国知事会において、人々の生活の質の向上を図りつつ、

社会保障制度の持続可能性を高めるとともに、社会に活力をもたらす健康立

国の実現に向けて健康立国宣言が提唱されています。この宣言において県で

は、地域の実情を踏まえ、工夫を凝らしつつ、生活の質の向上を図りながら

社会保障に係る負担の適正化に向けた取組を展開することが求められていま

す。 

 このことを踏まえ、来年度県では、糖尿病を含む生活習慣病の予防に向け

て、県民一人ひとりの主体的な健康づくりの取組を支援する三重とこわか健

康マイレージ事業を一層推進していくとともに、三重とこわか県民健康会議

（仮称）を新たに設置し、社会全体で健康づくりに取り組む機運を醸成しま

す。 

 糖尿病対策については昨年度、先ほど議員からも御紹介いただきましたけ

れども、病気の進展予防と管理を徹底するための基本的な方策として、三重

県糖尿病性腎症重症化プログラムを策定しました。さらに、このプログラム

に基づき、全県的な取組を進めていくため、三重県医師会、三重県糖尿病対

策推進会議、三重県保険者協議会、三重県で糖尿病性腎症重症化予防に係る

三重県連携協定を締結し、地域における取組の促進を図っています。 

 今年度は三重県医師会において、地域における糖尿病性腎症重症化予防担

当役員が選任され、各市町の相談体制が整うなど、地域連携体制の構築が進

んでいます。 

 また、糖尿病と歯周病には深い関係性があることから、それらの防止対策

として医科歯科連携にも取り組んでいます。 

 今後も、これらの取組を一層推進していくとともに、健康診査の重要性な
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どの普及啓発、保健指導を担う保健師や看護師、管理栄養士等の人材育成に

もしっかり取り組んでまいります。 

   〔福井敏人医療保健部長登壇〕 

○医療保健部長（福井敏人） 私からは、糖尿病対策の取組について御答弁申

し上げます。 

 糖尿病は、発症した初期の段階では自覚症状がほとんどなく、重症化する

と、網膜症や腎症、神経障害などの合併症を引き起こすことがあり、日常生

活に大きな影響を及ぼすことになります。そのため、議員からも御紹介いた

だきましたが、糖尿病の発症予防、早期発見、重症化予防と、それぞれの段

階に応じた取組を関係機関と連携しながら進めていくことが必要です。 

 糖尿病の発症予防のためには、適切な食習慣や適度な運動等が効果的であ

り、県民の皆さん一人ひとりが健康づくりや生活習慣改善への意識を高めて

いただくことが重要になります。 

 このため、三重大学医学部附属病院と連携をいたしまして、みえ糖尿病県

民公開講座を開催いたしますとともに、企業や関係団体等と連携をし、県民

健康の日のイベントやみえの食フォーラム、医師会主催の健康教育講演会、

市町が主催をいたします健康に関するイベント等において、糖尿病に関する

正しい知識や生活習慣、健康診査の重要性等の普及啓発を行っております。 

 また、昨年７月から、知事からもございましたが、三重とこわか健康マイ

レージ事業を開始をしたところでありまして、企業や市町と連携をいたしま

して、県民の皆さんの主体的な健康づくりの取組を支援しているところであ

ります。 

 早期発見、重症化予防に向けましては、専門的な支援ができる人材を育成

するために、県内３カ所で看護師等の医療従事者や地域で保健指導を行う保

健師、管理栄養士など223人を対象に研修会を開催いたしました。 

 また、三重県糖尿病性腎症重症化予防プログラム等に基づきまして、かか

りつけ医と連携した受診勧奨や保健指導体制の構築を進めております。 

 今後も、関係機関と連携をし、糖尿病に関する啓発や人材の育成に取り組
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みますとともに、糖尿病も含めた生活習慣病の対策に社会全体で取り組める

よう、機運の醸成を図ってまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

   〔45番 山本 勝議員登壇〕 

○45番（山本 勝） どうも御答弁ありがとうございました。細かく御答弁い

ただきました。 

 知事からは、特に生活習慣を改善していこうと、こういうことで、ある面

ではそういう意識を県全体に広めていこうとか、医師や看護師の育成という

んですか、そんなところに当てられていくということ、そしてまた、健康マ

イレージ事業も一層推進をしていこうということであります。あと、三重と

こわか県民健康会議（仮称）を設置をすると言われ、本当に精力的に取り組

まれておられるということでは評価をしていきたいなと思ってます。 

 それと、部長の答弁から、今まで取り組んできた総括的な話がございまし

たが、啓発活動をイベントや講座を開催して、生活習慣病に関する啓発活動

を行ってきたとか、それからあと、予防プログラムを進めてきて、これから

は三重とこわか健康マイレージ事業のほうへつなげていくようなお話をいろ

いろいただきましたが、やっぱり早期発見、また早期治療というのがある面

では一番肝心なところではなかろうかなと、こうやって思うわけでございま

すけども、１年間いろいろ対応してきて、順調に来ておるような説明であっ

たんですけども、こんなところには少し課題があるなというふうなことが

ちょっとでもあれば、部長、お伺いしたいと思います。 

○医療保健部長（福井敏人） 全国の状況と比較をいたしますと、検診の受診

率は全国より高い状況にあります。 

 ただ、特定保健指導と申しまして、保健師が後で指導を経過的にする事業

については、まだまだ低い状況にございますので、こうした点を力を入れて

行う必要があると考えております。 

   〔45番 山本 勝議員登壇〕 

○45番（山本 勝） どうもありがとうございます。 
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 保健師の指導ということもございました。とにかく以前聞いたことがある

んですけども、糖尿病の患者の発生率というのはやっぱり三重県が全国で１

位だと、こんな話もいただいておりますので、ひとつ、その不名誉なところ

を少しでもこれから努力をしていきながら、いろいろ計画もお聞きをしまし

たんで、どうぞよろしく御期待をしたいと、このように思います。 

 それでは、次の項に進ませていただきますが、認知症の対策のところにつ

いてお伺いをいたしたいと思います。特にこれも前回質問させていただきま

したんですけど、今回は認知症高齢者の見守りというところで少しお伺いを

いたしたいと思います。 

 若年性認知症を発症した患者やその家族に対して支援が年々増加をしてお

り、認知症患者に対しての県の取組もちょっとお伺いしたいと思いますけど

も、高齢化が進む中で認知症患者も年々増加をしております。認知症対策は

待ったなしの状況にあります。私自身もある面では危惧をしておる面がある

んですけども、そういう思いから認知症についてのもう少し踏み込んだ項目

ということで見守りについてお伺いいたしたいと思いますが、今回は認知症

高齢者の見守りについて、認知症高齢者への対応、対策の中で問題となって

いる認知症の行動、心理症状の一つに徘回がございます。 

 認知症の病状が進行すると、記憶障がいとか見当識障がいとか、いわゆる

記憶障がいは新しいことが記憶できずについさっき言ったことを忘れてしま

うとか、見当識障がいとは、現在の日とか時刻とか自分がどこにいるかとい

うのがわからないような状態、こんな影響が出てくるということで、ある面

ではストレスや不安などが重なって絶えず歩き回るような、こんな症状がご

ざいますが、家の中の場合には安全対策を行うことによってある程度対応で

きるんですが、外での場合については、介護者である家族等も対応が難しく

て、本人にとっても事故や行方不明になるなど、命にかかわるおそれがあり

ます。 

 認知症患者の行方不明者は、年々増加をいたしております。警察庁が昨年

６月に発表した行方不明者の状況では、全国の行方不明者の届出数は、平成
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29年は約８万4000人、ここ数年横ばいで推移をしておりますけども、認知症

にかかわる行方不明者の届出受理数は年々増加をしておりまして、平成29年

は認知症にかかわる人では１万5000人、全体の約18.7％、およそ５人に１人

が認知症にかかわる行方不明者となっております。 

 また、本県における認知症行方不明者の状況は、平成29年は130人とお聞

きしております。横ばい傾向であるということでございますけれども、高齢

化が進む本県では今後、認知症患者が増えることによりまして、行方不明者

も増加をしていくような傾向になると思います。認知症が原因で行方不明と

なる高齢者について、県内でも未発見者や死亡者が見受けられることから、

早期に保護するための取組が必要となってまいります。 

 私の地元桑名市でも、桑名市徘回ＳＯＳ緊急ネットワーク事業を立ち上げ

ておりまして、この事業は外出したまま家に戻れなくなるなど行方不明と

なった高齢者を、地域包括支援センターが中心となって警察や協力機関と連

携をして情報を共有して早期発見につなげていこうというような運動をやら

れております。私も先般、桑名市内の三八市の行われる寺町通りのところで、

その運動をされている方々といろいろお会いさせていただきました。 

 声かけ運動とかということで、お尋ねをされて、いろいろされておりまし

て、声かけ運動では、こんにちは、暖かくなりましたねとか、どこへ行かれ

るんですかと、そんな声をかけて、その人の反応を、その答弁に不自然さが

あるとか困ってるような状況とか、こんなところを地域の中で、そういう方

たちを探すというんですか、そういう症状を持ってみえる人を、ある面では

発見をして、ある面ではそれが日常の徘回をしておられる方かどうかという

ようなことを、見守り隊として活動をされておるわけでございますけども、

住みなれた地域で安心して生活できるためにも、地域の実情に応じた支援体

制を構築する必要があると思います。桑名市ではそのような事例をお話しさ

せていただきましたが、支援体制の構築に向けて、まずは各市町で取り組ん

でおられる状況ではございますけども、県として各市町への支援を含めて認

知症高齢者の見守りについてどのように取り組んでおられるのか、この辺の
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ところを少しお伺いをいたします。 

   〔福井敏人医療保健部長登壇〕 

○医療保健部長（福井敏人） 認知症高齢者の見守りの取組について御答弁を

申し上げます。 

 認知症になってもその人らしく、住みなれた地域で暮らしていくためには、

地域の方が認知症について理解をし、見守る体制の構築が重要であると考え

ております。 

 県内市町では、警察、自治会等の関係者で見守りネットワークを構築して

行方不明の情報をネットワーク構成員に提供して早期発見につなげる取組や、

ＧＰＳを貸与する取組などが行われております。 

 県としては、市町に対しまして、地域支援事業交付金を通じた取組の支援

や、見守りに関する取組事例の情報提供等を行っております。 

 また、民間事業者と協定を結びまして、高齢者宅を訪問した際の安否確認、

認知症サポーターの養成などの連携体制を構築しているところでございます。 

 さらに、認知症高齢者が行方不明になった際に、市町間で円滑な情報伝達

が行われるよう、県でメーリングリストを作成をいたしまして、それぞれの

市町が他の市町に一斉に情報提供できる連携体制の整備を進めているところ

であります。 

 今後も引き続き、認知症高齢者の方が安心して地域で暮らしていけるよう、

見守り等に関する市町の取組を支援してまいります。 

   〔45番 山本 勝議員登壇〕 

○45番（山本 勝） どうもありがとうございました。いろいろ支援をいただ

いておるようでございまして、引き続き、また検討をよろしくお願いしたい

と思います。 

 それで、認知症の今お話しをされましたけども、この認知症サポーターに

ついてちょっとお伺いしたいと思います。認知症は本人や家族にとっては大

きな負担となっております。認知症になっても患者本人は地域社会を構成す

る一人でありますし、その人らしく、今言われたように、住みなれた地域で
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暮らしていくためにも、認知症の方の思いやニーズを把握して気持ちに寄り

添う支援を行うということが大切でございますけども、認知症高齢者やその

家族に対する支援の一つとして、認知症サポーターの養成と認知症サポー

ターの活躍が重要になってくるのではないでしょうか。 

 県では、平成31年度までに17万5000人の認知症サポーターを養成する目標

を掲げておられますけども、認知症サポーターの養成や活躍についてどのよ

うに取り組まれようとしているのか、これもお伺いしたいと思います。 

○医療保健部長（福井敏人） 認知症サポーターについてでございますが、認

知症を正しく理解していただき、認知症の人やその御家族を温かく見守るた

めの役割を担います認知症サポーターの養成が全国的に進められておりまし

て、本県におけるサポーターの数も着実に増えております。平成30年12月末

現在でありますが、17万6528人と、先ほど議員のほうから17万5000人と御紹

介ございましたが、それを上回る17万6528人という状況にあります。 

 県では、行政機関や企業等において認知症サポーター養成講座を開催いた

しますとともに、サポーターのさらなる活躍を図るために、市町と協働しま

してステップアップ講座を開催しております。 

 また、認知症サポーターの講師を養成いたしますキャラバン・メイト養成

研修や、その資質の向上を図りますフォローアップ研修についても、市町と

協働して行っているところでございまして、平成31年度には、介護保険サー

ビスまでは必要としない認知症の人に対して、認知症サポーターが外出支援

やボランティア訪問などの日常的な困りごとを支援するモデル事業も新たに

行おうと考えております。 

 今後も引き続き、認知症サポーターの養成や活躍の推進に取り組んでまい

ります。 

 以上であります。 

   〔45番 山本 勝議員登壇〕 

○45番（山本 勝） どうもありがとうございました。これからはやっぱり認

知症サポーターが大変重要になってまいりますので、引き続いて、ひとつ努
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力をよろしくお願いしたいと思います。 

 時間の関係がございますので、次に移らせていただきたいと思います。 

 次は、中小企業、小規模企業の事業承継支援の取組についてお伺いいたし

ます。 

 県内の中小企業、小規模企業は企業総数の99.8％、従業員総数の88.7％を

占めて、その規模にかかわらず地域の雇用や経済、社会を支える重要な存在

でございます。 

 本県経済は引き続き好調である反面、深刻な人手不足が続いており、中小

企業、小規模企業を取り巻く環境は、人手不足等で大変厳しい状況にござい

ます。 

 このような中、中小企業、小規模企業の経営者の高齢化と後継者難による

事業承継の問題は、事業承継に必要な期間を考慮すると喫緊の課題となって

います。県の試算では現状を放置した場合、廃業の急増によりまして2025年

ごろには累計で8.3万人ぐらいの雇用、そしてまた約3300億円のＧＤＰが損

なわれるのではないかと、こんなような想定もされております。 

 県では、平成29年８月に公益財団法人三重県産業支援センターが事務局と

なって、県、金融機関、商工団体、三重県弁護士会等の専門機関により構成

される三重県事業承継ネットワークが組織をされまして、平成30年３月に策

定された三重県事業承継支援方針に基づきプレ承継、事業承継、ポスト承継

の各段階に応じたきめ細かな支援を各支援機関と連携をしながら、2021年ま

でを集中取組期間として総合的に取り組んでいただいております。 

 昨年７月には三重県事業承継フォーラムを開催して、知事から事業承継問

題を地域存続にかかわる重大な危機であると認識をして、地域の総力を挙げ

て課題解決に当たるとの決意も表明されるとともに、全国レベルにおいても

事業承継の場において中小企業の事業承継支援にかかわる緊急宣言を提案し

ていただくとか、いろいろ努力をしていただいておりますが、事業承継の問

題について知事の強力なリーダーシップのもと、しっかり取り組んでいただ

いていることは理解をしております。そこでお伺いをいたしますが、三重県
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における事業承継支援のこの１年間の成果と今後どのように取り組んでいく

のか、お聞かせをいただきたいと思います。 

   〔村上 亘雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（村上 亘） それでは、事業承継支援の成果と今後の取組に

ついて御答弁を申し上げます。 

 本県のこれまでの事業承継支援につきましては、議員おっしゃっていただ

きましたように、平成29年８月に立ち上げました三重県事業承継ネットワー

クを中心に、三重県事業承継支援方針に基づいて、準備段階におけるプレ承

継、課題解決を図る事業承継、承継後の再成長に向けたポスト承継の段階に

応じた支援に取り組んでいるところでございます。 

 まず、プレ承継では、経営者が支援機関の窓口へ相談に来るのを待つので

はなく、事業者を訪問し相談を受ける事業承継診断に取り組んでおりまして、

現在、目標を大幅に超える、この１月末時点の累計で3694件の診断を実施し、

事業承継に取り組むきっかけづくりが進んでいるというふうに思っておりま

す。 

 また、事業承継に係る機運を醸成するため、これも議員おっしゃっていた

だきました昨年７月に三重県事業承継フォーラムを開催したほか、来月の３

月５日には全国事業承継推進会議中部ブロックが県内で開催される予定でご

ざいまして、実際に事業を引き継いだ後継者の立場からの実例紹介など、事

業承継の実行に向けたステップアップを図っているところでございます。 

 次に、事業承継の段階では、経営向上の取組や三重県事業引継ぎ支援セン

ターによる支援のほか、税制や金融支援などに取り組んでおります。 

 金融面では、三重県中小企業融資制度に事業承継支援資金を創設いたしま

して、事業承継時の資金繰り支援に取り組んでおります。また、後継者不在

の事業者に多様なマッチング機会を提供するため、株式会社ビズリーチとの

間で、昨年６月に事業承継分野における連携、協力に関する包括協定を締結

し、現在、金融機関と連携した取組によって複数の案件が成約に向けて進ん

でいると聞いております。 
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 そして、ポスト承継の段階では、三重県版経営向上計画や国の助成制度も

活用しながら、承継後の後継者による経営革新など、成長、発展の支援に取

り組んでおります。 

 事業承継支援制度、施策の充実を図るため、本県が先頭に立って国へ提言

してまいりました税制改正については、個人事業者の事業継続時の贈与税、

相続税の負担を大きく軽減する個人版事業承継税制に係る関連法案が今月閣

議決定されまして、現在開会中の通常国会に提出をされたところです。 

 事業承継は、実行に移すまでに時間のかかる課題であることから、三重県

事業承継ネットワークを中心に、事業承継診断などで掘り起こした支援ニー

ズに基づく専門家派遣など、個別の事業者支援の充実に取り組むとともに、

機運の醸成や取組の参考となるよう、事業承継の成功事例を収集、発信して

まいります。 

 また、来年度は、後継者を求める県内の事業者と、起業、継業に関心のあ

る移住希望の若者等とのマッチング支援を強化するなど、県内中小企業、小

規模企業の円滑な事業承継に向けて引き続き取り組んでまいります。 

   〔45番 山本 勝議員登壇〕 

○45番（山本 勝） どうも御答弁ありがとうございました。 

 特に商工会連合会からの税制の問題もいろいろ国に御提案いただいて、既

に国会で提案されるということで、本当に心強く思ってます。地域を支える

中小企業、小規模企業の存続はもとより、先ほどお話しされましたように、

企業の成長と若者の県内の活躍ができる場、こんなところも引き続いて、ひ

とつ事業承継の活動を進めていく中でよろしくお願いしたいと思います。 

 少し中小企業、小規模企業とはちょっと離れますけども、個人事業主への

対応、これが今現在、少しこう何ですかね、対応がちょっと遅れておるん

じゃないかなと思います。特にこの間も私も理容業、床屋さんのいろいろ会

合に行かせていただいたときに、この事業承継の話をさせていただいたら、

お尋ねをこちらのほうにされたんですけども、対応がいまいちわかりにく

かったということでございますので、個人事業主のところについても引き続
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き、プレ承継、事業承継、いろいろ載っておるんですけども、なかなか具体

的には出ていないというのが現状でございますので、どうぞよろしくお願い

いたしたいと思います。 

 続いて、特殊詐欺対策の問題のほうに行きたいと思いますが、このテーマ

については、三重県内の振り込め詐欺等の特殊詐欺の発生状況については、

総発生件数が107件で前年度よりも98件ぐらい減少してるということでござ

いますけども、被害総額が約３億8960万円、前年より金額的には8400万円ほ

ど増えておるということでございます。特殊詐欺と一言で言っても、最近の

傾向としては息子や弁護士、警察官などを装いお金を要求するオレオレ詐欺

とか、それからインターネットの有料サイト利用料が未納になっておるんで、

そういう請求書を送りつけてくるというような架空請求詐欺とか、最近では

あれですね、元号が変わるということでキャッシュカードが使えないという

ような、このようなことも含めて、あの手この手でいろいろ詐欺行為が行わ

れてくるわけでございますので、いろんなことが事象としてあるわけでござ

いますけど、現在の警察の特殊詐欺についての取組状況についてお伺いをい

たしたいと思います。 

   〔難波健太警察本部長登壇〕 

○警察本部長（難波健太） それでは、警察の特殊詐欺対策について基本的な

取組について御答弁申し上げます。 

 県警察において、特殊詐欺被害を防止するためには、まずもって県民がだ

まされないこと、また、仮にだまされてもお金を渡さないといったことが重

要と考えておりまして、大きく三つの取組を柱に各種対策を推進しておりま

す。 

 一つ目の柱は、県民の警戒心、抵抗力を向上させる防犯指導、広報啓発の

推進でございまして、特殊詐欺の具体的な事例や傾向を、新聞やテレビ、県

警ホームページなどの各種広報媒体を活用いたしまして、タイムリーに発信

しておりますほか、関係機関、団体等とも連携をして、街頭キャンペーンや

各種会合等の機会を利用した広報啓発を実施しております。 
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 二つ目の柱は、被害に遭わないための環境整備の促進でございまして、犯

人の電話を直接受けないようにするために留守番電話の設定を呼びかけてお

りますほか、着信音が鳴る前に通話を録音する旨のメッセージを流す自動通

話録音警告機というものがございまして、これが被害防止に効果的であるこ

とから、無償貸与事業等を推進するともに、その普及促進を図っております。 

 三つ目の柱といたしましては、金融機関、コンビニエンスストアなどと連

携した水際対策の強化でございまして、被害金の出金や送金などを防ぐため

に、特殊詐欺の発生状況やその手口などを適宜、情報提供しておりまして、

これらの情報に基づき行員や店員による顧客への積極的な声かけと注意喚起

を行っていただいております。 

 なお、こういった柱を効果的に推進するために、被害の傾向に応じまして、

企業などによる主体的な取組についても促進を図っております。 

 本年１月には、一般社団法人三重県タクシー協会と特殊詐欺の被害防止に

関する協定を締結いたしましたが、このほかにも民間企業、団体と協定等を

結んでおりまして、その企業等の事業形態、サービスなどに応じた情報発信

や注意喚起、あるいはシステムの導入ということで官民一体となった被害防

止対策を推進しております。 

 県警といたしましては、引き続き、こういった３本柱を基本方針に、各種

対策を効果的に推進してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔45番 山本 勝議員登壇〕 

○45番（山本 勝） ３本柱でやっていくということで、ありがとうございま

した。 

 先日の新聞報道でも、この特殊詐欺の被害額というのが３日ぐらい前のと

ころで約356億円、１日で大体１億円の被害に日本中で遭っておると、この

ような計算になるわけでございまして、この特殊詐欺の対策については、今

３本の柱で行かれるということでございまして、ある面では本当に努力をし

ていただいてるなと思いますけども、引き続いて努力をお願いしたいと思い
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ます。 

 そんなところで、少しこれから、こんな方法で、ひとつ啓発をやっていく

というのもどうかなということ、例えばパトカーのところにですね、特殊詐

欺のこういうのについては注意をするとか喚起をするというような、こうい

うマグネットのプレートというのを少しこの何ですかね、一般的な営業車の

ところでも、やっていくような方法もどうかなと思ったり、それからあと、

とにかくこんだけ出てきて、またこれからも大いにもっともっと増えるん

じゃないかと思いますんで、所管を離れて割と奇抜な話になるかもわかりま

せんけど、道路の標示の電光掲示板あたりのところでも、そういうような啓

発をやったらどうかなと思いますけど、これは要望にさせていただきますの

で、どうぞ御検討をいただきたいなと、このように思います。 

 少し時間が押してきましたんで、地域の問題について質問させていただき

ます。 

 地域の課題ということで、まず海岸の高潮対策ということでございますが、

今年は知事の提案説明にございましたように伊勢湾台風60周年目でございま

すが、本当にあの60年前の伊勢湾台風、全国では犠牲者の方が5098名、三重

県でも亡くなられた方が1281名、そのうち現在の桑名市、桑名、多度、長島

ですね、ここで583名、そして木曽岬町が328名ということで、三重県でこの

うちの大半がこの北勢地域で占めておったわけでございますけども、そんな

伊勢湾台風から今年で60年目でございまして、昨年は県内でまたこの台風第

24号というのがちょうど伊勢湾台風と同じコースをとるということで大変い

ろいろ危機感を感じたわけでございまして、そういう面からして高潮対策と

いうのが、大変こう、ある面ではこれから検討していかなければいけない課

題ではなかろうかと思いますし、桑名市では今、城南地区の海岸堤防、伊勢

湾に約800メートル面しとるんですけども、その耐震化を含めていろいろ事

業を進めていただいておりますけども、現在のその進捗状況と、そしてあわ

せて、スーパー伊勢湾台風と呼ばれるような超大型台風の襲来も将来危惧さ

れるわけでございますので、どのような対策や、それから備えを検討されて
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おるのか、お伺いしたいと思います。 

   〔渡辺克己県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（渡辺克己） 城南地区海岸の堤防整備の進捗状況と今後の見

込み、そして超大型台風の襲来に備えどのような対策を検討しているのかと

いう御質問に対してお答えをさせていただきます。 

 まず、城南地区海岸は、背後地に海抜ゼロメートル地帯が広がり、湾岸桑

名インターチェンジ等の重要施設や多くの防護人口を抱えていますが、台風

接近時の異常潮位による高潮被害や南海トラフ地震発生の際には、地盤の液

状化に伴う堤防の沈下による浸水被害が懸念をされています。 

 このため、平成26年度から、延長790メートル区間におきまして高潮対策

や耐震対策を進めているところでございます。 

 平成29年度までに延長約200メートルの整備が完了しており、今年度は延

長約180メートルの整備を進めています。今後も引き続き着実な事業進捗を

図ってまいりたいと考えてございます。 

 次に、スーパー伊勢湾台風と呼ばれるような超大型台風が襲来した場合、

県内でも甚大な高潮被害が想定され、とりわけ、桑名市などの海抜ゼロメー

トル地帯では浸水が長時間に及ぶなど、より甚大な被害が懸念をされます。 

 このような海岸堤防の施設能力を超える規模の高潮の発生に備えるために

は、住民の確実な避難を促すソフト対策が重要となります。 

 このため、本県では、想定し得る最大規模の高潮を対象とした、伊勢湾沿

岸における高潮浸水想定区域図の策定に本年度から着手しておりまして、来

年度中の策定、公表を目指しております。 

 今後は、策定した浸水想定区域図を市町へ提供することにより、市町にお

ける具体的な避難計画のもととなる高潮ハザードマップの作成を支援してい

きたいと考えてございます。 

 以上です。 

   〔45番 山本 勝議員登壇〕 

○45番（山本 勝） どうもありがとうございました。特に高潮については
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マップをつくっていくということでございまして、大いに御期待したいと思

います。 

 ちょっと時間が押していますので、あと河川の堆積土砂撤去対策について

お伺いをいたしますが、本会議で多くの議員の皆さんからも河川の堆積土砂

について撤去してほしいというような要望も、そしてまた御質問もたくさん

あるわけでございます。私ども桑名の管内においても大山田川、沢北川、員

弁川下流とか町屋川とかいろいろあって、堆積土砂が大変ある面では心配を

するような傾向にございます。今年度は骨格的予算ということでございます

けども、平成31年度の河川維持管理からして、今の予算では十分地域のこの

要望にこたえれるかなということをちょっと心配をしておるんですけども、

部長にこの堆積土砂撤去の予算として今後の見通しを含めてお伺いしたいと

思います。 

   〔渡辺克己県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（渡辺克己） 平成31年度の河川堆積土砂撤去に係る予算につ

いてお答えを申し上げます。 

 平成31年度当初予算は、骨格的予算としていることから、県単維持管理費

は、平成30年度当初予算の80％としております。 

 河川堆積土砂撤去につきましては、地域の皆様から多くの要望もいただい

ていることから、有利な起債制度である自然災害防止事業債を活用した河川

改良事業とあわせて実施するなど予算の確保に努めておるところでございま

す。 

 このことによりまして、骨格的予算におきましても平成30年度当初予算と

比べまして1.1倍の７億6800万円の予算を計上しておるところでございます。 

 また、平成30年の台風等の影響により、河川に堆積した土砂につきまして

は、平成30年度から31年度にかけ、県単災害復旧事業により約28万立方メー

トルの土砂を撤去する予定としております。 

 このほか、国への制度要望の結果、本年度より河川管理施設の長寿命化計

画に基づき実施をします河川堆積土砂の撤去が、公共施設等適正管理推進事
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業債の対象となったことから、この制度を活用できるよう長寿命化計画の策

定を進めているところでございます。 

 このように、有利な起債で事業を実施できるよう努めるとともに、引き続

き、異常出水で堆積した土砂は災害復旧事業により、また砂利採取制度も活

用して堆積土砂撤去に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

   〔45番 山本 勝議員登壇〕 

○45番（山本 勝） どうもありがとうございました。 

 特に心配しておりました災害で発生した堆積土砂については、国の災害復

旧の範疇のところで対応していくということで、どちらにいたしましても、

大変、堆積土砂撤去については、地域の協力も得なけりゃいかんということ

で、特に地元の土砂の捨て場というところもいろいろ問題があるわけでござ

いますので、地元としても協力体制をとっていくような、こういうことがス

ムーズに進んでいくような形になるのかなと、このように理解をしておりま

すので、少しまた今後とも努力をしていただきたいなと思ってます。 

 最後に、都市計画道路の桑部播磨線の進捗状況についてお伺いをいたしま

す。 

 都市計画道路である桑部播磨線は、桑名市中心部からみえ朝日インター

チェンジを結ぶ国道１号とともに桑名市の南北軸の幹線道路でございます。

県が担当する部分が整備されれば、地域の利便性は非常に高まってまいりま

す。桑部橋南交差点では渋滞が発生をしており、渋滞緩和のために桑部橋の

かけかえを含む道路事業が進められております。桑部橋のかけかえは員弁川

の川幅を広げる員弁川河川改修事業と連携して進められております。員弁川

河川改修事業も必要な事業であり、員弁川流域では昭和49年、平成12年に浸

水被害が出ており、平成23年、24年には氾濫危険水位を越えたような状況で

ございまして、いろいろ地元でも心配をされております。 

 以上のように、住民の安全・安心を確保する員弁川の河川整備、そして地

域の活性化に欠かせない桑部播磨線の整備は重要であります。この事業は、

街路事業と、そして道路事業と河川事業の三つの分野に分かれておる事業で
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ございますので、それを調整をしていろいろこれから進めていくような事業

計画があるようでございますけども、この事業のこれからの進捗状況も含め

て、できればこの事業のめどぐらいも、もしわかる状況であればお伺いをさ

せていただきたいと思います。 

 以上です。 

   〔渡辺克己県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（渡辺克己） 桑部播磨線及び員弁川河川改修事業の進捗状況

と今後の見込みについてお答えを申し上げます。 

 桑部播磨線は、桑名市と朝日町との行政界の桑名市桑部から、桑名市西方

の県道桑名東員線を結ぶ3.8キロメートルの都市計画道路です。 

 このうち、桑名市稗田の市道増田西別所１号線から桑名市蓮花寺の国道

421号までの1.2キロメートルを街路事業として取り組んでいます。 

 また、桑名市桑部の桑部橋南交差点から桑名市稗田の市道増田西別所１号

線までの0.6キロメートルを県道桑名大安線の道路事業として取り組んでお

り、員弁川河川改修事業と連携して進めているところでございます。 

 街路事業では、平成27年度に用地測量に着手し、平成29年度に都市計画の

変更及び事業認可を取得し、平成30年度から交付金事業化をしております。

今年度は、道路詳細設計、建物調査及び用地取得を進めています。来年度は、

引き続き、用地取得等を進める予定としております。 

 道路事業では、員弁川の河川改修事業にあわせて、桑部橋のかけかえと、

渋滞対策として桑部橋南交差点の改良を行っております。 

 これまでに、道路事業に必要な用地の94％を取得し、橋梁工事として下部

工５基のうち１基が完成しています。 

 現在、早期の用地取得の完了を目指し、用地交渉を進めております。また、

来年度は、道路工事の着手に向け、水路のつけかえ工事に着手する予定とし

ております。 

 桑部橋付近における二級河川員弁川河川改修事業につきましては、平成19

年度に事業着手し、これまでに用地取得を完了しており、桑部橋上流側の築
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堤工事を進めてまいりました。 

 今年度は、桑部橋下流側の築堤と護岸工事に着手しています。 

 来年度は、引き続き、下流側の工事を進めてまいります。 

 今後とも、街路事業、道路事業及び河川事業の整備スケジュールを相互に

調整するなど、連携しながら整備を進めてまいります。 

 それと完成の見込みというところでございますが、桑部播磨線の完成時期

につきましては、用地取得状況やこれからの予算の状況にもよって変わって

きますので、現時点でいつということは言えませんが、早期の完成に向け努

めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

   〔45番 山本 勝議員登壇〕 

○45番（山本 勝） どうもありがとうございました。大きな事業でございま

すので、なかなか完成年度というのも、予算との関係もあってめどが立たな

いということでございました。 

 地域では大分立ち退きのほうも、一部神社の大きな立ち退きも終わりまし

て、あとは一つぐらいいろいろ残っておるそうでございますが、特に河川事

業も大変重要でございまして、橋をかけかえるということで、あの部分だけ

川幅が約百二、三十メートルのところで。百二、三十メートル、もっとです、

ごめんなさい。川幅を約50メートル引き堤という形で今事業をやっていただ

いておりますので、特にこの河川事業の完成年度というのはある面では、橋

のかけかえが中心になってくると思いますけど、川幅があの部分だけ50メー

トルぐらい狭いわけでございますので、その事業を早くやっていただくとい

うことが、あの地域の防災、そしてまた川の氾濫というところにまたつな

がっていく、氾濫というのを解消できるんじゃないかと思いますので、そう

いうことも含めて、できればひとつ早期にこの事業についても進めていただ

きますように御要望させていただいて、これで終結させていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（前野和美） 以上で、本日の県政に対する質問を終了いたします。 
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休 憩 

○副議長（前野和美） 着席のまま、暫時休憩いたします。 

午後３時１分休憩 

                                    

午後３時２分開議 

 

開 議 

○議長（前田剛志） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

委 員 長 報 告 

○議長（前田剛志） 日程第２、議案第１号及び議案第２号を議題といたしま

す。 

 本件に関し、予算決算常任委員会から委員会における審査の経過と結果に

ついて、報告を求めます。津村 衛予算決算常任委員長。 

   〔津村 衛予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（津村 衛） 御報告申し上げます。 

 予算決算常任委員会に審査を付託されました議案のうち、２月25日までに

審査を終えるよう期限を付されました議案第１号平成30年度三重県一般会計

補正予算（第３号）外１件につきましては、去る２月22日、該当の分科会で

詳細な審査を行った後、本委員会を開催し、関係当局の出席を求め、慎重に

審査をいたしました結果、いずれも全会一致をもって原案を可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（前田剛志） 以上で、委員長報告を終わります。 

 委員長報告に対する質疑並びに討論の通告は受けておりません。 
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採 決 

○議長（前田剛志） これより採決に入ります。 

 議案第１号及び議案第２号を一括して起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。本案をいずれも委

員長の報告どおり決することに賛成の方は起立願います。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（前田剛志） 起立全員であります。よって本案はいずれも委員長の報

告どおり可決されました。 

 これをもって本日の日程は終了いたしました。明27日は定刻より、本会議

を開きます。 

 

散 会 

○議長（前田剛志） 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時５分散会 


